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女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
を
め
ぐ
っ
て

― 

国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
三
二
五
号
の
意
義
と
課
題 

―
三　
　

輪　
　

敦　
　

子

一　

は
じ
め
に

国
連
安
全
保
障
理
事
会
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
決
議
一
三
二
五
号
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た
。
武
力
紛
争
が
女
性
と
少
女
に
「
過
度
で
特
別
（disproportion

ate 

an
d u

n
iqu

e

）」
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
と
少
女
が
紛
争
予
防
、
紛
争
解
決
、
平
和
構
築
、
平
和
維
持
の
各
プ
ロ
セ
ス
か
ら
一
貫
し
て
排
除

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
同
決
議
は
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
女
性
の
課
題
に
焦
点
を
絞
っ
た
初
め
て
の
安
保
理
決
議
で
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
取
り
組
む

国
連
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
、
画
期
的
な
決
議
と
し
て
期
待
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
決
議
採
択
後
、
一
〇
年
が
経
過
す
る
が
、
同
決
議
は
、
武
力
紛
争
に
関
連
す
る
女
性

（
1
）

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
採
択
さ
れ
た
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
三
二
五
号
は
、
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
女
性
と
少
女
に
対
す
る
性
的
暴
力
や
、
紛
争
予
防
か
ら
平
和
構

築
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
の
女
性
の
排
除
を
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
初
め
て
の
安
保
理
決
議
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
の
国
際
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
、
そ
の
実
施
に
大
き
な

期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、決
議
後
一
〇
年
間
の
成
果
に
つ
い
て
の
評
価
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
合
意
は
で
き
た
が
実
質
的
な
成
果
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
状
況
は
、

国
連
に
お
け
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
」
の
現
状
を
映
し
出
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

決
議
が
誠
実
に
実
施
さ
れ
、「
寛
容
と
不
処
罰
の
歴
史
」
に
終
止
符
が
打
た
れ
、
平
和
と
安
全
保
障
の
再
定
義
に
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
調
整
が
と
れ
た
枠
組
の
下
で
国
連

機
関
や
加
盟
国
が
一
貫
性
を
も
っ
た
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
、
女
性
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
を
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
適
切
な
行
動
を
と
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
安
保
理
内

で
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
克
服
す
る
べ
き
多
く
の
課
題
が
存
在
す
る
。 

論
文
要
旨
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と
少
女
の
課
題
の
解
決
に
具
体
的
な
貢
献
を
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
三
二
五
号
決
議
の
概
要
を
説
明
し
、
決
議
の
採
択
に
結
び
つ
い
た
背
景
と
要
因
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
続
い
て
、
決
議
後
一
〇
年
間
の
進
展
を

検
証
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
は
、
ま
ず
、
一
三
二
五
号
決
議
後
に
、
同
決
議
を
補
完
す
る
形
で
安
保
理
が
採
択
し
た
三
決
議
（
一
八
二
〇
号
、
一
八
八
八
号
、
一
八
八
九
号
）

に
つ
い
て
説
明
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
、
決
議
一
〇
周
年
を
迎
え
た
二
〇
一
〇
年
に
、
決
議
後
一
〇
年
間
の
成
果
を
評
価
す
る
と
同
時
に
、
今
後
の
一
〇
年
に
向
け
た
提

言
を
お
こ
な
っ
た
国
連
事
務
総
長
報
告
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」（W

om
en

 an
d peace an

d secu
rity: R

eport of th
e S

ecretary-G
en

eral, S
/2010/498

）
や
、

同
年
に
国
連
人
口
基
金
が
発
行
し
た
世
界
人
口
白
書
二
〇
一
〇
「
紛
争
・
危
機
か
ら
の
再
生
―
女
性
は
い
ま
」
を
手
が
か
り
に
し
て
、
決
議
が
も
た
ら
し
た
変
化
と
課
題
を

検
討
し
た
い
。
加
え
て
、
今
後
一
〇
年
間
の
決
議
の
実
施
に
と
っ
て
重
要
な
羅
針
盤
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

た
め
の
総
合
的
指
標
」
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
最
後
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
決
議
後
一
〇
年
の
時
点
に
お
け
る
一
三
二
五
号
決
議
の
意
義
と
課
題
に
つ
い
て
検
討

を
お
こ
な
い
た
い
。

二　

安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
三
二
五
号
に
つ
い
て

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
三
一
日
に
、
安
全
保
障
理
事
会
第
四
二
一
三
会
合
に
お
い
て
、
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
一
三
二
五
号
決
議
（S

/R
E

S
/1325

）
は
、
一
〇
の
パ
ラ

グ
ラ
フ
か
ら
成
る
前
文
と
、
一
八
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
成
る
本
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
概
要
を
説
明
し
た
い
。

　

前
文

・
一
九
九
九
年
八
月
二
五
日
の
決
議
一
二
六
一
号
（
子
ど
も
と
武
力
紛
争
）、
一
九
九
九
年
九
月
一
七
日
の
決
議
一
二
六
五
号
（
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
民
間
人
の
保

護
）、
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
九
日
の
決
議
一
二
九
六
号
（
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
民
間
人
の
保
護
）、
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
一
日
の
決
議
一
三
一
四
号
（
子
ど
も
と
武

力
紛
争
）
や
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
八
日
の
国
際
女
性
デ
ー
に
安
保
理
議
長
が
発
表
し
た
声
明
（S

C
/6816

）
を
想
起
し
、

・
北
京
宣
言
と
北
京
行
動
綱
領
（A

/52/231

）
と
国
連
特
別
総
会
「
女
性
二
〇
〇
〇
―
二
一
世
紀
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
・
開
発
・
平
和
」
で
採
択
さ
れ
た
成
果
文
書
（A

/

S
-23/10/R

ev.1

）
に
お
け
る
女
性
と
武
力
紛
争
に
関
連
し
た
公
約
を
想
起
し
、

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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・
国
連
憲
章
の
目
的
と
原
則
、
国
際
の
平
和
お
よ
び
安
全
保
障
の
維
持
に
果
た
す
安
保
理
の
責
任
に
留
意
し
、

・
民
間
人
、
な
か
で
も
女
性
と
子
ど
も
が
、
武
力
紛
争
の
被
害
者
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
戦
闘
員
や
武
装
勢
力
の
標
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
懸
念
を
表
明
し
、
こ
の
こ
と
が
恒
久
的
な
平
和
と
和
解
に
及
ぼ
す
影
響
を
認
識
し
、

・
紛
争
の
予
防
と
解
決
、
平
和
構
築
に
女
性
が
果
た
す
重
要
な
役
割
を
再
確
認
し
、
平
和
と
安
全
保
障
の
維
持
と
推
進
に
向
け
た
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
女
性
が
平
等
に

参
加
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
、
紛
争
の
防
止
と
解
決
に
関
す
る
意
思
決
定
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を
強
調
し
、

・
国
際
人
道
法
お
よ
び
国
際
人
権
法
を
完
全
に
実
施
す
る
必
要
性
を
再
確
認
し
、

・
地
雷
撤
去
お
よ
び
地
雷
に
関
す
る
啓
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
考
慮
を
入
れ
る
必
要
性
を
強
調
し
、

・
平
和
維
持
活
動
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
主
流
化
す
る
緊
急
の
必
要
性
を
認
識
し
、
こ
の
点
で
、「
多
面
的
平
和
支
援
活
動
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
の
主
流
化
に

つ
い
て
の
ウ
ィ
ン
ト
フ
ー
ク
宣
言
と
ナ
ミ
ビ
ア
行
動
計
画
」（W

in
dh

oek D
eclaration

 an
d th

e N
am

ibia P
lan

 of A
ction

 on
 M

ain
stream

in
g a G

en
der 

P
erspective in

 M
u

ltidim
en

sion
al P

eace S
u

pport O
peration

s

）（S
/2000/693

）
に
留
意
し
、

・
紛
争
下
に
お
け
る
女
性
と
少
女
の
保
護
、
特
別
な
ニ
ー
ズ
、
人
権
に
関
す
る
研
修
を
、
す
べ
て
の
平
和
維
持
活
動
に
従
事
す
る
職
員
に
実
施
す
る
よ
う
提
言
し
た

二
〇
〇
〇
年
三
月
八
日
の
安
保
理
議
長
声
明
の
重
要
性
を
認
識
し
、

・
武
力
紛
争
が
女
性
と
少
女
に
及
ぼ
す
影
響
の
理
解
と
、
彼
女
た
ち
を
保
護
す
る
た
め
の
効
果
的
な
制
度
的
調
整
と
和
平
プ
ロ
セ
ス
へ
の
十
分
な
参
加
が
、
国
際
の

平
和
お
よ
び
安
全
保
障
の
維
持
と
推
進
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
を
認
識
し
、

・
武
力
紛
争
が
女
性
と
少
女
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
の
必
要
性
に
留
意
し
、

　

本
文

一
．
国
連
加
盟
国
に
対
し
、
紛
争
の
予
防
・
管
理
・
解
決
の
た
め
の
国
家
・
地
域
・
国
際
的
制
度
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
全
て
の
意
思
決
定
レ
ベ
ル
に
、
よ
り
多
く
の
女

性
が
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
よ
う
求
め
る
。

二
．
事
務
総
長
に
対
し
、
紛
争
解
決
と
平
和
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
意
思
決
定
へ
の
女
性
の
参
加
を
増
や
す
よ
う
求
め
る
事
務
総
長
の
戦
略
的
行
動
計
画
（A

/49/587

）

（
11
）
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を
実
施
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

三
．
事
務
総
長
に
対
し
、
事
務
総
長
特
別
代
表
や
特
使
と
し
て
仲
介
に
あ
た
る
地
位
に
女
性
を
任
命
す
る
よ
う
求
め
、
こ
の
点
で
、
加
盟
国
に
対
し
、
候
補
者
を
事

務
総
長
に
伝
え
る
よ
う
要
請
す
る
。

四
．
事
務
総
長
に
対
し
、
国
連
の
フ
ィ
ー
ル
ド
活
動
、
と
り
わ
け
軍
事
監
視
要
員
（m

ilitary observers

）、
文
民
警
察
、
人
権
・
人
道
ス
タ
ッ
フ
の
活
動
に
お
け

る
女
性
の
役
割
と
貢
献
を
拡
大
す
る
よ
う
努
め
る
よ
う
求
め
る
。

五
．
安
保
理
が
、平
和
維
持
活
動
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
入
れ
る
準
備
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、事
務
総
長
に
対
し
、適
切
な
場
合
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
活
動
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
担
当
部
門
（C

om
pon

en
t

）
を
設
け
る
よ
う
求
め
る
。

六
．
事
務
総
長
に
対
し
、
加
盟
国
に
、
女
性
の
保
護
・
権
利
・
特
別
な
ニ
ー
ズ
、
そ
し
て
、
全
て
の
平
和
維
持
及
び
平
和
構
築
の
取
り
組
み
に
女
性
が
関
わ
る
こ
と

の
重
要
性
に
関
す
る
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
研
修
教
材
を
提
供
す
る
よ
う
要
求
し
、
加
盟
国
に
対
し
、
軍
隊
及
び
文
民
警
察
官
の
派
遣
に
先
立
つ
研
修
に
は
、
Ｈ
Ｉ

Ｖ
／
エ
イ
ズ
と
並
び
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
含
む
よ
う
勧
め
、
さ
ら
に
、
事
務
総
長
に
対
し
て
、
平
和
維
持
活
動
に
従
事
す
る
文
民
ス
タ
ッ
フ
が
、
同
様
の
研
修
を
受

け
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

七
．
加
盟
国
に
対
し
、
国
連
女
性
開
発
基
金
（
現U

N
 W

om
en

、
筆
者
注
）、
国
連
児
童
基
金
（
以
下
、
ユ
ニ
セ
フ
）、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
以
下
、
Ｕ

Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
等
が
実
施
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
修
へ
の
拠
出
金
や
支
援
を
増
や
す
よ
う
求
め
る
。

八
．
全
て
の
関
係
者
に
対
し
、
和
平
協
定
の
交
渉
と
締
結
に
際
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
導
入
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
な
か
で
も
以
下
の
三
点
に
つ
き
。

　
　
（
ａ
）
帰
還
、
再
定
住
、
復
興
、
再
統
合
、
紛
争
後
の
再
建
の
際
の
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
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 （
ｂ
）
地
域
の
女
性
に
よ
る
平
和
の
た
め
の
活
動
や
、
地
域
固
有
の
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
す
る
取
り
組
み
、
お
よ
び
和
平
協
定
の
あ
ら
ゆ
る
実
施
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
女
性
が
参
加
す
る
た
め
の
取
り
組
み

　
　
（
ｃ
）
女
性
と
少
女
の
人
権
を
保
護
し
尊
重
す
る
た
め
の
方
策
、
な
か
で
も
憲
法
、
選
挙
シ
ス
テ
ム
、
警
察
、
司
法
に
関
連
す
る
取
り
組
み

九
．
全
て
の
武
力
紛
争
の
当
事
者
に
対
し
、
女
性
と
少
女
、
な
か
で
も
非
戦
闘
員
の
女
性
と
少
女
の
権
利
と
保
護
に
関
係
す
る
国
際
法
を
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
を

要
請
す
る
。
特
に
以
下
の
条
約
に
記
さ
れ
て
い
る
義
務
、
す
な
わ
ち
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
と
一
九
七
七
年
の
追
加
議
定
書
、
難
民
条
約
（
一
九
五
一
年
）

と
議
定
書
（
一
九
六
七
年
）、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
（
一
九
七
九
年
）
と
選
択
議
定
書
（
一
九
九
九
年
）、
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
一
九
八
九
年
）
と
二
つ
の
選
択
議

定
書
（
二
〇
〇
〇
年
）。
さ
ら
に
、
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー
マ
規
程
の
関
係
す
る
規
定
に
留
意
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

一
〇
．
全
て
の
武
力
紛
争
の
当
事
者
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
か
ら
女
性
と
少
女
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
方
策
を
と
る
よ
う
要
請
す
る
。
と
り
わ

け
レ
イ
プ
や
他
の
形
態
の
性
的
虐
待
及
び
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
に
つ
い
て
。

一
一
．
女
性
と
少
女
に
対
す
る
性
的
あ
る
い
は
他
の
暴
力
を
含
む
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
人
道
に
対
す
る
罪
（crim

es again
st h

u
m

an
ity

）、
戦
争
犯
罪
へ
の
不
処
罰

に
終
止
符
を
打
ち
、
責
任
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
加
盟
国
の
責
任
を
強
調
す
る
。

一
二
．
全
て
の
武
力
紛
争
の
当
事
者
に
対
し
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
や
避
難
場
所
の
非
戦
闘
員
的
な
ら
び
に
人
道
的
性
格
を
尊
重
し
、
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
を

考
慮
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

一
三
．
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
再
統
合
の
計
画
に
携
わ
る
全
て
の
関
係
者
に
対
し
、
元
戦
闘
員
の
女
性
と
男
性
の
異
な
る
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
、
彼
女
／
彼
ら

の
扶
養
家
族
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。
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一
四
．
国
連
憲
章
四
一
条
に
基
づ
い
た
行
動
が
と
ら
れ
る
際
に
は
常
に
、
安
保
理
が
、
適
切
な
人
道
的
例
外
（appropriate h

u
m

an
itarian

 exem
ption

s

）
を

考
え
る
目
的
で
、
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
留
意
し
、
非
戦
闘
員
に
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
影
響
を
考
慮
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

一
五
．
安
保
理
派
遣
団
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
配
慮
と
女
性
の
権
利
に
留
意
す
る
よ
う
保
障
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。

一
六
．
事
務
総
長
に
対
し
、武
力
紛
争
が
女
性
と
少
女
に
及
ぼ
す
影
響
、平
和
構
築
に
お
け
る
女
性
の
役
割
、和
平
プ
ロ
セ
ス
と
紛
争
解
決
に
お
い
て
必
要
と
な
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
配
慮
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
す
る
よ
う
提
言
し
、
さ
ら
に
、
調
査
の
結
果
を
報
告
書
に
ま
と
め
て
安
保
理
に
提
出
す
る
と
と
も
に
国
連
の
全
加
盟
国
に
提
供

す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。

一
七
．
事
務
総
長
に
対
し
、
安
保
理
へ
の
報
告
に
、
適
切
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
平
和
維
持
派
遣
団
の
活
動
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の
進
展
と
、
女
性

と
少
女
に
関
す
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
す
る
進
展
に
つ
い
て
の
報
告
を
入
れ
る
よ
う
要
求
す
る
。

一
八
．
引
き
続
き
こ
の
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
を
決
定
す
る
。

こ
の
な
か
で
、
求
め
る
（u
rge

）、
要
請
す
る
（call on

ま
た
はcall u

pon

）
あ
る
い
は
要
求
す
る
（requ

est

）
と
い
う
、
比
較
的
強
い
文
言
で
実
施
を
求
め
て
い

る
項
目
に
つ
い
て
、
実
施
の
主
体
別
に
整
理
す
る
と
、
加
盟
国
に
つ
い
て
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
（
あ
ら
ゆ
る
意
思
決
定
レ
ベ
ル
へ
の
女
性
の
参
加
）
と
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
（
国

連
機
関
が
実
施
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
修
へ
の
拠
出
金
の
増
額
と
支
援
の
強
化
），事
務
総
長
に
つ
い
て
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
三（
事
務
総
長
特
別
代
表
や
特
使
へ
の
女
性
の
任
命
）、

パ
ラ
グ
ラ
フ
四
（
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
女
性
の
役
割
の
拡
大
）、
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
（
平
和
維
持
活
動
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
担
当
部
署
の
設
置
），
パ
ラ
グ
ラ
フ
六
（
加

盟
国
へ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び
教
材
の
提
供
と
、
平
和
維
持
活
動
に
従
事
す
る
文
民
ス
タ
ッ
フ
へ
の
研
修
実
施
）、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
七
（
平
和
維
持
活

動
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の
進
展
に
つ
い
て
の
安
保
理
へ
の
報
告
）、
紛
争
当
事
者
に
つ
い
て
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
（
国
際
法
の
遵
守
），
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
（
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
か
ら
の
保
護
）、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
二
（
難
民
キ
ャ
ン
プ
や
避
難
場
所
に
お
け
る
女
性
と
少
女
の
ニ
ー
ズ
へ
の
配
慮
）
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
に
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つ
い
て
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
（
和
平
協
定
の
交
渉
と
締
結
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
）
が
相
当
す
る
。

三　

一
三
二
五
号
決
議
を
生
ん
だ
背
景
と
要
因

安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
採
択
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
分
野
で
活
動
し
て
き
た
人
々
や
女
性
団
体
の
多
く
か
ら
、「
歴
史
的
イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
評
価
さ
れ
、
歓
迎
と
期

待
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
決
議
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
決
議
を
支
持
す
る
加
盟
国
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
の
国
連
機
関
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
と
女
性
の
地
位
向
上
に
関

す
る
事
務
総
長
特
別
顧
問
室
（O

ffice of th
e S

pecial A
dviser on

 G
en

der Issu
es an

d A
dvan

cem
en

t of W
om

en

、
以
下
、
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｉ
）、
国
連
女
性
開
発
基

金
（U

n
ited N

ation
s D

evelopm
en

t F
u

n
d for W

om
en

、
以
下
、
ユ
ニ
フ
ェ
ム
）、
国
連
女
性
の
地
位
向
上
部
（D

ivision
 for th

e A
dvan

cem
en

t of W
om

en

、

以
下
、
Ｄ
Ａ
Ｗ
）
等
に
よ
る
安
保
理
へ
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
成
果
で
あ
り
、
国
連
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
対
す
る
熱
意
の
高
ま
り
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と
し
て
大
き

な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
。
女
性
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
と
っ
て
も
、
安
保
理
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
組
織
に
対
し
て
熱
心
に
働
き
か
け
を
お
こ

な
い
、
そ
し
て
そ
れ
が
成
功
し
た
こ
と
が
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
こ
の
課
題
が
、
総
会
で
は
な
く
決
議
に
拘
束
力
が
あ
る
安
保
理
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
重
要
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

武
力
紛
争
が
問
題
に
な
る
場
合
、
ま
ず
焦
点
が
あ
た
る
の
は
紛
争
当
事
国
（
当
事
者
）
で
あ
り
、
双
方
の
戦
闘
員
の
状
況
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
も
女
性
の
被
害

が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
中
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
け
る
女
性
へ
の
性
的
暴
力
、
な
か
で
も
太
平
洋
戦
争
下
で
日
本
軍
が
組
織
的
に
関
与
し
た

従
軍
慰
安
婦
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
問
題
は
、
少
な
く
と
も
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
は
、
対
応
が
必
要

な
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
変
化
し
、
武
力
紛
争
が
女
性
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
理
解
が
高
ま
り
、
対
応
が
必
要
な
課
題
と
し
て
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
最
大
の
要
因
は
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
」
に
つ
い
て
の
認
識
の
拡
が
り
で
あ
ろ
う
。
女
性
に
対
す
る
暴
力
も
、
武
力
紛
争
下
で
女
性
が
被
る
被

害
や
影
響
と
同
じ
く
、
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
家
庭
内
暴
力
は
、
あ
く
ま
で
も
私
人
間
で
起
こ
る
も
め
事

の
一
つ
で
あ
り
、
暴
力
と
し
て
の
被
害
の
公
的
な
認
定
、
そ
し
て
責
任
者
の
処
罰
が
必
要
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
女
性
の
被
害
に
つ

い
て
も
、
戦
争
に
付
随
す
る
事
態
で
は
あ
る
が
、
積
極
的
な
関
与
や
介
入
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

紛
争
に
お
い
て
、
男
性
は
、
紛
争
に
組
織
的
に
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
場
合
が
多
い
が
、
一
方
、
女
性
は
、
世
帯
や
地
域
か
ら
男
性
が
い
な
く
な
っ
た
状

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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況
の
な
か
で
、
家
族
の
生
計
を
確
保
す
る
た
め
に
従
来
と
は
異
な
る
役
割
を
担
い
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
い
家
庭
責
任
を
負
う
こ
と
が
多
い
。
日
々
の
安
全
を
確
保
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
れ
ば
、
家
族
と
共
に
危
険
を
逃
れ
て
難
民
キ
ャ
ン
プ
や
避
難
場
所
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
移
動
す
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ま

で
の
居
住
地
で
生
活
す
る
に
せ
よ
、
紛
争
中
、
紛
争
後
を
通
じ
、
女
性
や
少
女
は
性
的
暴
力
の
対
象
と
さ
れ
る
。
少
年
も
、
兵
士
と
し
て
徴
兵
さ
れ
、
武
力
紛
争
に
参
加

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
深
刻
な
影
響
を
受
け
る
場
合
は
あ
る
が
、
少
女
に
つ
い
て
は
、
紛
争
当
事
者
に
誘
拐
さ
れ
る
な
ど
の
形
で
家
族
か
ら
引
き
離
さ
れ
、

武
装
勢
力
の
身
の
回
り
の
世
話
を
さ
せ
ら
れ
た
り
、
性
的
な
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る
場
合
も
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

女
性
と
少
女
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
、
武
力
紛
争
下
に
お
い
て
、
男
性
と
は
異
な
る
形
で
甚
大
な
影
響
を
受
け
る
が
、
和
平
な
ら
び
に
紛
争
後
の
平
和
構
築
と
復
興
の

過
程
に
参
加
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
紛
争
後
の
資
源
配
分
に
お
い
て
は
不
平
等
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
武
力
紛
争
の
過
程
に
お
け
る
女
性
や
少
女
に
対
す
る

性
的
暴
力
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
調
査
も
処
罰
も
お
こ
な
わ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
武
力
紛
争
や
安
全
保
障
は
「
男
性
の
世
界
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
女
性
や
少
女
へ

の
被
害
は
、「
避
け
ら
れ
な
い
も
の
」「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
」
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
実
態
も
ま
た
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
変
化
が
現
れ
始
め
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
女
性
に
対
す
る
暴
力
へ
の
関
心
と
並
行
し
て
、
紛
争
が
女
性
に
与
え
る
影
響
に
対
し

て
徐
々
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
の
生
命
や
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
伴
う
重
大
な
人
権
侵
害
と
し
て
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
が
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
、「
国
連
女
性
の
一
〇
年
」
の
最
終
年
で
あ
る
一
九
八
五
年
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
世
界
女
性
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
ナ

イ
ロ
ビ
将
来
戦
略
で
は
、「
武
力
紛
争
の
影
響
を
受
け
て
い
る
地
域
の
女
性
」「
難
民
女
性
と
子
ど
も
」
に
つ
い
て
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
割
か
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
、

一
九
八
五
年
に
「
難
民
女
性
に
関
す
る
円
卓
会
議
」
を
開
催
し
、執
行
理
事
会
が
、難
民
女
性
の
課
題
を
取
り
上
げ
た
決
議
を
初
め
て
採
択
し
た
。
そ
う
し
た
認
識
は
、「
難

民
の
八
〇
％
は
女
性
と
子
ど
も
で
あ
る
」と
い
う
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
と
結
び
つ
き
、武
力
紛
争
や
内
戦
の
影
響
を
受
け
、支
援
を
要
す
る
状
況
に
置
か
れ
る
人
々

の
な
か
に
女
性
や
子
ど
も
が
占
め
る
割
合
の
高
さ
と
、
女
性
へ
の
特
別
な
支
援
の
必
要
性
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
ユ
ニ
フ
ェ
ム
等
の
国
連
機
関
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
平
和
構
築
・
復
興
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加
支
援
を
は
じ
め
と
し
て
、
内
戦
か
ら
の

和
平
や
復
興
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
に
焦
点
を
絞
っ
た
取
り
組
み
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
大
き
く
加
速
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
発
生
し
た
、
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
大
規
模
な
女
性
へ
の
性
的
暴
力
で
あ
る
。
一
つ
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
に
お
け
る
内
戦

が
激
化
す
る
過
程
で
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
紛
争
に
お
い
て
、
民
族
浄
化
の
名
の
下
に
組
織
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
女
性
に
対
す
る
集
団
レ
イ
プ
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、ル
ワ
ン
ダ
に
お
け
る
ツ
ツ
族
と
フ
ツ
族
と
の
紛
争
の
際
に
発
生
し
た
女
性
に
対
す
る
集
団
レ
イ
プ
で
あ
る
。と
り
わ
け
前
者
は
、発
生
と
同
時
に
広
く
メ
デ
ィ

（
15
）

（
16
）
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ア
で
の
報
道
が
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
に
、
世
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
九
二
年
の
安
保
理
決
議
七
九
八
号
（S

/R
E

S
/798

）
は
、
そ
の
前
文
で
、

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
「
特
に
ム
ス
リ
ム
女
性
に
対
す
る
大
量
で
組
織
的
な
拘
束
と
レ
イ
プ
」
に
〝
愕
然
（appalled

）〞
と
い
う
言
葉
で
言
及
し
た
。

安
保
理
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
に
お
け
る
国
際
人
道
法
違
反
を
調
査
す
る
目
的
で
設
立
し
た
専
門
家
委
員
会
は
、
そ
の
中
間
報
告
の
な
か
で
、
調
査
の
最
重
要
事
項
の
一
つ
と
し

て
組
織
的
な
性
的
暴
行
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
件
は
、
一
九
九
三
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
世
界
人
権
会
議
の
直
前
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
女
性
の
権
利
は
人
権
で
あ
る
」

と
い
う
会
議
の
重
要
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
九
三
年
一
二
月
二
〇
日
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
宣
言
」（A

/

R
E

S
/48/104

）
に
も
影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、女
性
団
体
の
活
発
な
ロ
ビ
イ
ン
グ
と
、い
く
つ
か
の
政
府
の
積
極
的
な
関
与
が
功
を
奏
し
、国
際
刑
事
裁
判
所
は
、レ
イ
プ
、

性
的
奴
隷
、
強
制
的
妊
娠
、
強
制
的
不
妊
処
置
や
他
の
性
的
暴
力
を
、
戦
争
犯
罪
で
あ
り
、
重
大
な
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
違
反
と
定
義
し
た
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
に
設
置

さ
れ
た
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
戦
犯
法
廷
、
一
九
九
四
年
に
設
置
さ
れ
た
ル
ワ
ン
ダ
国
際
戦
犯
法
廷
に
お
い
て
は
、
女
性
へ
の
レ
イ
プ
が
人
道
に
対
す
る
罪
（crim

es again
st 

h
u

m
an

ity

）
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
四
年
に
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
特
別
報
告
者
（S

pecial R
apporteu

r on
 violen

ce 

again
st w

om
en

, its cau
ses an

d con
sequ

en
ces
）」、
一
九
九
七
年
に
「
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
組
織
的
レ
イ
プ
、
性
奴
隷
制
お
よ
び
奴
隷
制
類
似
慣
行
に
関
す
る

特
別
報
告
者
（S

pecial R
apporteu

r on
 system

atic rape, sexu
al slavery an

d slavery-like practices du
rin

g arm
ed con

flict

）」
の
二
人
が
任
命
さ
れ
、

暴
力
か
ら
の
サ
バ
イ
バ
ー
を
含
め
た
当
事
者
の
証
言
を
含
め
、
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
の
実
態
と
求
め
ら
れ
る
対
応
に
つ
い
て
の
知
見
が
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
受
け
て
、
一
九
九
五
年
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
第
四
回
世
界
女
性
会
議
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、
成
果
文
書
で
あ
る
北
京
行
動
綱
領

の
一
二
の
重
大
問
題
領
域
の
一
つ
と
し
て
「
女
性
と
武
力
紛
争
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
一
九
九
九
年
に
は
、
国
連
コ
ソ
ボ
暫
定
行
政
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（U

n
ited 

N
ation

s In
terim

 A
dm

in
istration

 M
ission

 in
 K

osovo: U
N

M
IK

）
と
国
連
東
チ
モ
ー
ル
暫
定
行
政
機
構
（U

n
ited N

ation
s T

ran
sition

al A
dm

in
istration

 

in
 E

ast T
im

or: U
N

T
A

E
T

）
の
二
つ
の
平
和
維
持
派
遣
団
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ユ
ニ
ッ
ト
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
武
力
紛
争
が
も
た
ら
す
女
性
へ
の
影
響
と
そ
れ
へ
の
対
応
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
徐
々
に
定
着
し
て
き
て
い
た
が
、

一
三
二
五
号
決
議
は
、
そ
う
し
た
認
識
を
安
保
理
と
し
て
公
式
に
確
認
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
取
り
組
み
を
強
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
重
要
性
を
確
認
し
た
と
い
う

点
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
決
議
で
あ
っ
た
。

（
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）

（
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）

（
19
）

（
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）
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（
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四　

決
議
が
も
た
ら
し
た
変
化
―
成
果
と
課
題

四
―
一　

一
三
二
五
号
に
続
く
三
決
議

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
の
決
議
採
択
後
、
そ
の
実
施
に
向
け
て
努
力
が
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
一
三
二
五
号
決
議
だ
け
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
分
野
や
課
題
が
あ

る
こ
と
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
う
け
、安
保
理
は
、一
三
二
五
号
決
議
に
続
き
、三
つ
の
決
議
、す
な
わ
ち
、一
八
二
〇
号
決
議
（
二
〇
〇
八

年
）、
一
八
八
八
号
決
議
（
二
〇
〇
九
年
）、
一
八
八
九
号
決
議
（
二
〇
〇
九
年
）
を
採
択
し
た
。
こ
れ
ら
の
三
決
議
は
、
一
三
二
五
号
の
実
施
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た

し
て
お
り
、
国
連
文
書
で
は
、
一
三
二
五
号
決
議
が
「
母
な
る
決
議
（m
oth

er resolu
tion

）」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
三
決
議
の
簡
単
な
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

一
八
二
〇
号
決
議
（S

/R
E

S
/1820

、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
九
日
採
択
）

戦
争
の
戦
術
と
し
て
民
間
人
を
標
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
性
的
暴
力
が
、
武
力
紛
争
を
激
化
さ
せ
る
と
と
も
に
国
際
平
和
の
回
復
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
、

武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
当
事
者
に
対
し
、
民
間
人
に
対
す
る
性
的
暴
力
を
即
時
、
完
全
に
停
止
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
当
事
者
に

対
し
、
女
性
と
子
ど
も
を
含
む
全
て
の
民
間
人
を
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
性
的
暴
力
か
ら
保
護
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
レ
イ
プ
や
他
の
形
態
の
性
的
暴
力
が
人
道

に
対
す
る
罪
で
あ
り
戦
争
犯
罪
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
加
盟
国
に
対
し
、
性
的
暴
力
の
加
害
者
を
訴
追
す
る
義
務
を
果
た
す
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

同
決
議
は
、
武
力
紛
争
下
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
、
な
か
で
も
性
的
暴
力
に
焦
点
を
絞
っ
た
初
め
て
の
安
保
理
決
議
で
あ
る
。

一
八
八
八
号
決
議
（S

/R
E

S
/1888

、
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇
日
採
択
）

一
八
二
〇
号
決
議
に
引
き
続
き
、
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
へ
の
対
応
に
焦
点
を
絞
っ
た
決
議
で
あ
り
、
背
景
に
は
、
女
性
と
子
ど
も
に
対
す
る
性
的
暴
力
が
繰
り

返
し
非
難
の
対
象
に
な
り
、
そ
の
停
止
を
求
め
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
性
的
暴
力
が
繰
り
返
し
発
生
し
て
お
り
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
組
織
的
に
広
い
範

囲
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
状
況
へ
の
深
い
懸
念
が
あ
る
。
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決
議
は
、
事
務
総
長
に
対
し
、
武
力
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
取
り
組
む
た
め
の
特
別
代
表
を
任
命
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
全
て
の
紛
争
当
事
者
に
対
し
て
、
紛
争
下
の

性
的
暴
力
が
徹
底
的
に
捜
査
さ
れ
加
害
者
が
訴
追
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
事
務
総
長
に
対
し
、
武
力
紛
争
下
の
性
的
暴
力
が
懸
念
さ
れ
る
場
所
に
専
門
家
チ
ー

ム
を
派
遣
し
、
紛
争
下
の
性
的
暴
力
が
司
法
の
場
で
裁
か
れ
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
連
の
平
和
維
持
活
動
の
任
務
の
な
か
に
、
レ
イ
プ

や
他
の
性
的
暴
力
か
ら
の
女
性
と
子
ど
も
の
保
護
を
含
め
る
こ
と
を
決
定
し
、
紛
争
解
決
と
平
和
構
築
に
お
け
る
調
停
と
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
女
性
を
増
や

す
た
め
の
手
段
を
講
ず
る
こ
と
を
事
務
総
長
、
加
盟
国
、
地
域
機
関
の
長
に
求
め
、
国
連
が
支
援
す
る
全
て
の
和
平
交
渉
の
議
題
に
性
的
暴
力
の
問
題
が
含
ま
れ
る
よ
う

求
め
て
い
る
。

一
八
八
九
号
決
議
（S

/R
E

S
/1889

、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
五
日
採
択
）

一
三
二
五
号
、
一
八
二
〇
号
、
一
八
八
八
号
を
補
完
す
る
と
同
時
に
、
特
に
紛
争
後
の
状
況
に
焦
点
を
絞
っ
た
決
議
と
な
っ
て
い
る
。
武
力
紛
争
の
解
決
に
あ
た
り
、

女
性
が
被
害
者
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
、
重
要
な
貢
献
を
お
こ
な
う
主
体
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
、
和
平
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
で
女
性
の
参
加
を
促
進
す
る

た
め
に
さ
ら
な
る
手
段
を
講
ず
る
よ
う
、
加
盟
国
と
国
際
お
よ
び
地
域
機
関
に
求
め
、
事
務
総
長
特
別
代
表
あ
る
い
は
特
使
へ
の
女
性
の
任
命
を
増
や
す
よ
う
事
務
総
長

に
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
紛
争
後
の
平
和
構
築
と
復
興
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
を
す
す
め
る
よ
う
加
盟
国
に
求
め
、
紛
争
後
の
ニ
ー
ズ
評
価
と
立
案

に
お
い
て
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
へ
の
配
慮
が
お
こ
な
わ
れ
、
具
体
的
な
活
動
に
対
し
て
予
算
が
配
分
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
八
八
八
号
決
議
で
任
命
が
要
求
さ
れ
た
「
性
的
暴
力
と
武
力
紛
争
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別
代
表
」
が
、「
子
ど
も
と
武
力
紛
争
に
関
す
る
事
務
総
長
特
別

代
表
」
と
協
力
・
調
整
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
状
況
を
世
界
規
模
で
評
価
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
を
策
定
し
、
六
ヶ

月
以
内
に
提
出
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
ヶ
月
以
内
に
、
紛
争
後
の
状
況
下
で
の
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
や
、
紛
争
解
決
や
平
和
構
築

に
お
け
る
女
性
の
参
加
を
阻
む
要
因
に
つ
い
て
の
分
析
を
含
む
報
告
を
安
保
理
に
提
出
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
要
求
し
て
い
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
一
八
八
九
号
決
議
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
で
は
、
各
評
価
指
標
に
つ
い
て
、
一
三
二
五
号
、

一
八
二
〇
号
、
一
八
八
八
号
、
一
八
八
九
号
決
議
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
三
二
五
号
決
議
を
規
範
的
枠
組
み
と
し
、
一
三
二
五
号
決
議
の

み
で
は
不
十
分
な
分
野
や
取
り
組
み
を
、
他
の
三
決
議
が
補
完
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
―
二　

決
議
後
十
年
間
の
成
果
と
課
題
―
事
務
総
長
報
告
を
手
が
か
り
に

こ
う
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
一
〇
年
間
に
、
安
保
理
は
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
焦
点
を
絞
っ
た
四
つ
の
決
議
を
採
択
し
、
武
力
紛
争
の
予
防
か
ら
平
和
構
築
・

復
興
の
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
セ
ス
に
女
性
と
少
女
の
課
題
と
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
、
紛
争
下
に
お
け
る
女
性
へ
の
性
的
暴
力
を
根
絶
す
る
と
同
時
に
、
女
性
が
紛
争
予
防
か
ら
復

興
後
の
再
建
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
重
要
な
主
体
と
し
て
関
わ
る
こ
と
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
一
三
二
五
号
決
議
採
択
以
降
、
一
〇
年
間
の
成
果
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
〇
年
九
月
、国
連
事
務
総
長
は
、決
議
採
択
後
の
一
〇
年
間
を
評
価
す
る
報
告
書
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
を
ま
と
め
た
。
背
景
、決
議
実
施
に
お
け
る
進
展
、

決
議
関
連
の
情
報
分
析
プ
ロ
セ
ス
、
国
連
全
シ
ス
テ
ム
行
動
計
画
（U

n
ited N

ation
s S

ystem
-w

ide A
ction

 P
lan

）、
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
、
結
論
・
提
言
の
六

章
か
ら
構
成
さ
れ
る
報
告
書
は
、
そ
の
冒
頭
で
、
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
に
関
し
、「
め
ざ
ま
し
い
成
果
が
達
成
さ
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
の
厳
し
い
評

価
を
下
し
て
い
る
（S

/2010/498, para.3

）。

一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
に
あ
た
り
、
早
い
段
階
か
ら
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、
決
議
の
実
施
に
責
任
を
も
つ
国
連
機
関
、
加
盟
国
等
の
活
動
を
調
整
す

る
こ
と
に
よ
り
必
要
な
活
動
を
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
実
施
し
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
貫
性
と
十
分
な
効
果
を
発
揮
す
る
必
要
性
で
あ
っ
た
。こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

安
保
理
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
出
し
た
議
長
声
明
の
な
か
で
、
国
連
全
シ
ス
テ
ム
行
動
計
画
の
策
定
を
事
務
総
長
に
要
請
し
、
こ
れ
を
受
け
て
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｉ
が
調
整

機
関
と
な
り
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
関
係
機
関
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
」
で
の
協
議
を
通
じ
、
三
四
の
国
連
機
関
に
よ
る
活
動
を
行
動
計
画
と
し
て
提
示
し

た
（ibid

., para.8

）。

し
か
し
、
報
告
書
は
、
策
定
さ
れ
た
二
〇
〇
五
―
二
〇
〇
七
行
動
計
画
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
た
効
果
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
の
評
価
を
下
し

て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
の
リ
ス
ト
を
示
す
こ
と
に
は
効
果
が
あ
っ
た
が
、
調
整
能
力
の
向
上
を
通
じ
た
戦
略
的
な
立
案
や
結
果
の
把
握
に

は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
（ibid

., para.32

）。
こ
う
し
た
欠
点
は
、
引
き
続
い
て
策
定
さ
れ
た
二
〇
〇
八
―
二
〇
〇
九
行
動
計
画
で
も
克
服
は
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
決
議
が
十
分
な
成
果
を
上
げ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
個
々
の
活
動
に
つ
い
て
は
進
展
も
み
ら
れ
る
。
国
連
全
シ
ス
テ
ム
行
動

計
画
に
お
け
る
五
分
野
、
す
な
わ
ち
、
予
防
、
参
加
、
保
護
、
救
援
・
復
興
、
規
範
の
各
分
野
に
お
け
る
成
果
と
課
題
を
概
観
し
て
み
た
い
。
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四
―
二
―
一　

各
分
野
に
お
け
る
成
果
と
課
題

予
防
の
分
野
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
の
は
、
性
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
防
止
で
あ
る
。
最
も
力
が
注
が
れ
た
活
動
に
は
女
性
警
察
官
の
増
員
や
ジ
ェ

ン
ダ
ー
研
修
の
実
施
が
あ
り
、
性
的
暴
力
に
対
応
す
る
た
め
の
無
料
電
話
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
開
設
や
、
オ
ー
ト
バ
イ
の
供
与
等
に
よ
る
通
信
・
移
動
手
段
の
整
備
も
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、「
今
す
ぐ
に
レ
イ
プ
を
根
絶
（S

top R
ape N

ow

）」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
紛
争
下
の
性
的
暴
力
を
根
絶
す
る
た
め
の
努
力
を

調
整
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
三
の
国
連
機
関
の
活
動
を
統
合
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、「
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
対
す
る
国
連
行
動

（U
n

ited N
ation

s A
ction

 A
gain

st S
exu

al V
iolen

ce in
 C

on
flict: U

N
 A

ction

）」
が
設
立
さ
れ
た
（ibid

., para.39

）。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ハ
イ
チ
、
リ
ベ
リ

ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
東
チ
モ
ー
ル
、
ウ
ガ
ン
ダ
の
六
ヵ
国
で
は
、
ユ
ニ
フ
ェ
ム
が
、
女
性
グ
ル
ー
プ
の
参
加
を
得
て
、
警
察
、
司
法
、
伝
統
的
リ
ー
ダ
ー
に
働
き
か
け
、
性

的
暴
力
の
捜
査
率
を
改
善
し
訴
追
が
き
ち
ん
と
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
の
支
援
を
お
こ
な
っ
た
。
ユ
ニ
フ
ェ
ム
は
さ
ら
に
、「
紛
争
下
の
性
的
暴
力
に
対
す
る
国
連
行
動
（U

N
 

A
ction

）」
と
協
力
し
て
、
平
和
維
持
軍
に
よ
る
性
的
暴
力
防
止
戦
略
の
成
功
例
を
集
め
た
冊
子
「
紛
争
に
関
連
す
る
性
的
暴
力
に
対
応
す
る
―
平
和
維
持
活
動
に
お
け

る
実
践
例
の
分
析
」
を
発
行
し
た
。
こ
の
冊
子
の
内
容
は
、
性
的
暴
力
防
止
の
た
め
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
修
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（ibid

., 

para.38

）。

参
加
の
分
野
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
思
決
定
へ
の
女
性
の
参
加
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
機
関
が
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
女
性
の
能
力
育
成
で

あ
る
。
ユ
ニ
フ
ェ
ム
や
国
連
政
治
局
は
、
調
停
者
と
し
て
和
平
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
女
性
の
増
加
に
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
女
性
を
和
平
交
渉
の
た
め
の
国
際
会
議

に
派
遣
団
の
一
員
と
し
て
参
加
さ
せ
る
こ
と
も
支
援
し
て
き
た
。
ま
た
、
平
和
維
持
局
に
よ
り
、
平
和
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
女
性
の
参
加
を
効
果
的
に
促
進
す
る
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

平
和
維
持
活
動
に
お
け
る
事
務
総
長
特
別
代
表
や
特
使
へ
の
女
性
の
任
命
は
、
安
保
理
が
一
貫
し
て
要
請
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
時
点
で
、

国
連
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
統
合
平
和
構
築
事
務
所
（U

n
ited N

ation
s In

tegrated P
eacebu

ildin
g O

ffice in
 th

e C
en

tral A
frican

 R
epu

blic: B
IN

U
C

A

）、

国
連
リ
ベ
リ
ア
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（U

n
ited N

ation
s M

ission
 in

 L
iberia: U

N
M

IL
）、
国
連
ネ
パ
ー
ル
支
援
団
（U

n
ited N

ation
s M

ission
 in

 N
epal: U

N
M

IN

）

の
三
つ
の
平
和
維
持
派
遣
団
の
特
別
代
表
を
女
性
が
務
め
、
八
つ
の
平
和
維
持
派
遣
団
と
特
別
政
治
派
遣
団
の
特
別
副
代
表
が
女
性
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
特
使
と
し
て

三
名
、
事
務
総
長
特
別
代
表
と
し
て
五
名
の
女
性
が
任
務
に
つ
い
て
い
た
（ibid

., para.90

）。

二
〇
一
〇
年
に
、
事
務
総
長
は
、
国
連
警
察
の
ト
ッ
プ
と
し
て
国
連
警
察
顧
問
（U

n
ited N

ation
s P

olice A
dviser

）
に
女
性
を
抜
擢
す
る
と
と
も
に
、
二
〇
一
四
年

（
24
）

（
25
）
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ま
で
に
女
性
の
国
連
警
察
官
の
割
合
を
二
〇
％
に
増
や
す
と
い
う
目
標
を
表
明
し
た
が
、
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
時
点
で
、
約
一
三
、〇
〇
〇
人
の
国
連
警
察
官
の
う
ち

女
性
は
八
％
強
で
あ
っ
た
。
平
和
維
持
軍
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
三
・
二
％
で
あ
り
、
国
連
の
平
和
維
持
活
動
に
参
加
す
る
専
門
職
レ
ベ
ル
の
国
際
職
員
二
、九
三
九
人

の
う
ち
、
二
九
・
五
％
が
女
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
重
要
な
意
思
決
定
に
関
与
す
る
Ｄ
１
以
上
の
ラ
ン
ク
の
女
性
職
員
は
一
五
・
八
％
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
平
和
維
持
活
動
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
は
二
名
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
に
は
三
四
の
平
和
維
持
派
遣
団
お
よ
び
特
別
政
治
派

遣
団
の
う
ち
、
一
三
の
派
遣
団
に
対
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
（ibid

., paras.91&
92

）。

保
護
は
、
第
一
義
的
に
は
性
的
暴
力
か
ら
の
保
護
で
あ
り
、
こ
の
分
野
で
は
、
ユ
ニ
セ
フ
、
国
連
人
口
基
金
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
、
ユ
ニ
フ
ェ
ム
等
が
活
発
に
活
動
を
お
こ

な
っ
て
き
た
。
ユ
ニ
セ
フ
は
、
武
装
勢
力
と
共
に
行
動
し
て
い
る
少
年
少
女
の
解
放
、
少
年
少
女
の
家
族
と
の
再
統
合
、
性
的
暴
力
が
原
因
で
妊
娠
し
た
少
女
と
産
ま
れ

て
き
た
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
調
査
を
お
こ
な
い
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
、
女
性
の
身
体
的
保
護
や
心
理
的
社
会
的
支
援
、
そ
し
て
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
組
み
込
ん
で
き
た
。
国
連
人
口
基
金
は
、
レ
イ
プ
被
害
者
へ
の
臨
床
ケ
ア
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
ま
た
ユ
ニ
フ
ェ
ム
は
、
レ
イ
プ
被
害
者
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
セ
ン
タ
ー
を
ル
ワ
ン
ダ
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
設
立
し
た
。
国
連
人
口
基
金
と
ユ
ニ
フ
ェ
ム
は
、
レ
イ
プ
被
害
の
捜
査
を
支
援
す
る
た
め
の
セ
ン
タ
ー
設
置
に
も
共
同

で
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
、
避
難
民
女
性
に
対
し
て
よ
り
良
い
保
護
を
提
供
す
る
た
め
の
研
修
を
職
員
に
実
施
し
、
ユ
ニ
セ
フ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基

づ
く
暴
力
の
サ
バ
イ
バ
ー
を
支
援
し
て
い
る
様
々
な
関
係
者
に
対
す
る
研
修
パ
ッ
ケ
ー
ジ「
サ
バ
イ
バ
ー
に
手
を
差
し
の
べ
る（C

arin
g for S

u
rvivors

）」を
開
発
し
た
。

国
連
人
口
基
金
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
、
国
際
救
援
委
員
会
（In

tern
ation

al R
escu

e C
om

m
ittee

）
は
共
同
で
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
開

発
し
た
が
、
こ
れ
は
現
在
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
計
画
策
定
の
促
進
お
よ
び
調
整
の
向
上
に
活
用
す
る
方
向
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（ibid

., 

para.52

）。

救
援
・
復
興
に
関
し
て
は
、「
紛
争
後
の
雇
用
創
出
・
所
得
創
出
・
再
統
合
に
関
す
る
国
連
政
策
」
に
含
ま
れ
る
女
性
失
業
者
の
課
題
へ
の
対
応
が
重
要
な
焦
点
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
（U

n
ited N

ation
s R

elief an
d W

orks A
gen

cy: U
N

R
W

A

）
が
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
と
ガ
ザ

地
区
で
実
施
し
て
い
る
雇
用
創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
目
標
値
で
あ
る
三
五
％
を
超
え
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
雇
わ
れ
た
雇
用
者
の
四
割
を
女
性
が
占
め
た
。
国
際
労
働
機

関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
、
二
〇
〇
九
年
に
国
連
開
発
計
画
や
他
の
国
連
機
関
と
協
力
し
、「
紛
争
後
の
雇
用
創
出
・
所
得
創
出
・
再
統
合
」
と
題
す
る
政
策
ペ
ー
パ
ー
を
作
成
し

た
が
、
そ
の
な
か
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
救
援
・
復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
課
題
の
一
つ
と
位
置
づ
け
た
（ibid

., para.55

）。
ユ
ニ
フ
ェ
ム
は
、
ル
ワ
ン
ダ
国
際
戦
犯
法
廷

と
、
リ
ベ
リ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
各
国
に
お
け
る
真
実
委
員
会
（tru

th
 com

m
ission

）
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
や
女
性
の
声
を
反
映
さ
せ
る
仕
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組
み
を
つ
く
る
よ
う
働
き
か
け
て
き
た
（ibid

., para.58

）。

規
範
の
分
野
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
各
加
盟
国
に
よ
る
一
三
二
五
号
決
議
実
施
の
た
め
の
国
内
行
動
計
画
（N

ation
al A

ction
 P

lan

）
の
策
定
で
あ
る
。
国

内
行
動
計
画
は
、決
議
採
択
後
の
討
議
の
な
か
で
、安
保
理
議
長
が
加
盟
国
や
関
係
機
関
に
策
定
を
要
請
し
た
も
の
で
、決
議
の
各
項
目
の
実
施
に
責
任
を
有
す
る
主
体
と
、

実
施
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
重
要
な
働
き
を
も
つ
。
ユ
ニ
フ
ェ
ム
は
、
ブ
ル
ン
ジ
、
グ
ル
ジ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ウ
ガ
ン
ダ
等
に
お
け

る
国
内
行
動
計
画
の
策
定
を
支
援
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｉ
や
国
連
女
性
調
査
訓
練
研
修
所
（
以
下
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｗ
）
と
協
力
し
て
、
リ
ベ
リ
ア
の
国
内

行
動
計
画
の
実
施
指
標
の
改
善
に
あ
た
っ
た
。
国
連
人
口
基
金
は
、
ネ
パ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
国
内
行
動
計
画
策
定
支
援
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
十

月
時
点
で
、
国
連
加
盟
国
一
九
二
ヵ
国
中
二
三
ヵ
国
で
国
内
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
が
、
計
画
を
実
施
に
う
つ
す
た
め
の
資
金
の
確
保
が
課
題
と
さ
れ
て
お
り
、
計

画
実
施
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
十
分
で
は
な
い
状
況
が
存
在
す
る
。

ま
た
、規
範
に
関
し
て
は
様
々
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
指
針
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、特
に
二
〇
一
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
い
く
つ
か
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
や
指
針
が
発
行
さ
れ
た
。

平
和
維
持
局
と
フ
ィ
ー
ル
ド
支
援
局
は
「
平
和
維
持
活
動
に
携
わ
る
国
連
軍
の
活
動
へ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
た
（ibid

., para.63

）。
平

和
維
持
派
遣
団
は
、
一
三
二
五
号
決
議
実
施
の
一
環
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮
し
た
憲
法
改
正
支
援
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ブ
ル
ン
ジ
）
や
選
挙
人
登
録
と
女
性
候

補
者
擁
立
支
援
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ブ
ル
ン
ジ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
ハ
イ
チ
、
リ
ベ
リ
ア
、
東
チ
モ
ー
ル
）
を
お
こ
な
っ
て
き
て
い
る
。
平
和
維
持
局
は
、
女
性

の
権
利
を
擁
護
す
る
法
整
備
支
援
に
も
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
関
す
る
法
律
、
リ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
レ
イ
プ
法
、
東
チ
モ
ー

ル
に
お
け
る
家
庭
内
暴
力
法
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
に
お
け
る
相
続
法
等
の
法
整
備
を
支
援
し
て
き
た
。
ま
た
、
リ
ベ
リ
ア
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
東
チ
モ
ー
ル
で
は
、
性
的
お

よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
に
対
応
す
る
た
め
の
特
別
ユ
ニ
ッ
ト
を
警
察
に
創
設
す
る
こ
と
を
支
援
し
た
（ibid

., para.70

）。

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
活
動
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
は
い
る
の
だ
が
、
報
告
書
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
に
明
確
な
方
向
性
と
時
間
を
区
切
っ
た
目
標
が
設
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
た
め
に
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
す
ま
で
の
成
果
は
上
げ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
と
少
女
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
の
努
力
は

向
上
し
て
い
る
も
の
の
、
効
果
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
十
分
な
状
態
で
あ
る
と
し
て
い
る
（ibid

., para.72

）。

四
―
二
―
二　

実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
の
策
定
―
課
題
の
克
服
に
向
け
て

こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
安
保
理
が
、
決
議
一
八
八
九
号
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
七
の
な
か
で
、
六
ヶ
月
以
内
に
安
保
理
に
提
出
す
る
よ
う
事
務
総
長
に
要
求

（
26
）

（
27
）
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し
た
の
が
、
一
三
二
五
号
決
議
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
四
月
の
事
務
総
長
報
告
の
な
か
で
提
示
さ
れ
た
二
六
項
目

か
ら
成
る
指
標
案
を
経
て
、
決
議
後
一
〇
年
間
を
検
証
す
る
国
連
事
務
総
長
報
告
「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
」
に
お
い
て
、
確
定
し
た
指
標
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

指
標
は
、「
予
防
」「
参
加
」「
保
護
」「
救
援
・
復
興
」
の
四
分
野
に
お
け
る
一
八
の
目
標
と
二
六
の
指
標
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
指
標
に
つ
い
て
は
資
料
を
参
照
）。

指
標
の
三
分
の
一
は
質
的
指
標
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
既
に
存
在
す
る
文
書
か
ら
収
集
可
能
な
も
の
、
三
分
の
一
は
量
的
指
標
で
あ
り
様
々
な
資
料
や
報
告
書
か
ら
集
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
、
残
り
が
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
、
既
存
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
指
標
に
つ
い
て
は

調
査
の
実
施
が
必
要
に
な
る
（ibid

., para.118

）。

全
シ
ス
テ
ム
行
動
計
画
が
想
定
さ
れ
た
効
果
を
生
ま
な
か
っ
た
経
験
を
踏
ま
え
、
調
整
が
と
れ
た
一
貫
性
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
一
三
二
五
号

決
議
の
実
施
を
阻
ん
だ
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
開
発
さ
れ
た
の
が
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
で
あ
り
、
今
後
一
〇
年
間
に
わ
た
る
決
議
の
実
施
を
促
進

す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
安
保
理
は
、
事
務
総
長
に
対
し
、
こ
の
指
標
を
土
台
に
し
て
、
今
後
一
〇
年
間
に
わ
た
る
一
三
二
五
号
決
議
の

実
施
を
促
進
す
る
た
め
の
包
括
的
枠
組
を
策
定
し
、
次
回
の
安
保
理
へ
の
年
次
報
告
書
に
盛
り
込
む
よ
う
求
め
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
包
括
的
枠
組
に
基
づ
い
て
、
決

議
の
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
大
臣
級
会
合
を
五
年
ご
と
に
開
く
用
意
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
加
え
て
、
ま
だ
国
内
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
加
盟
国
に

対
し
て
は
同
計
画
を
早
急
に
策
定
す
る
よ
う
要
請
し
、
一
三
二
五
号
決
議
実
施
の
進
捗
状
況
を
検
証
す
る
た
め
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
す
る
意
思
を
表
明
し
て

い
る
（ibid

., para.131

）。

実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
と
包
括
的
枠
組
は
、
必
要
な
情
報
を
適
切
な
方
法
で
集
約
す
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
全
シ
ス
テ
ム
行
動
計
画
の
欠
点
を
補

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
試
み
が
成
果
を
上
げ
る
に
は
、
活
動
に
つ
い
て
の
情
報
を
集
約
し
客
観
的
な
評
価
を
共
有
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
女
性
と
平
和
・

安
全
保
障
の
課
題
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
ま
り
、
積
極
的
に
課
題
に
関
与
し
活
動
に
改
善
を
加
え
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
関
係
機
関
と
加
盟
国
の
間
で
強
化
さ
れ
る
こ
と

が
、
何
よ
り
必
要
で
あ
り
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

五　

決
議
の
意
義
と
課
題

安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
は
、
武
力
紛
争
下
で
女
性
と
少
女
が
経
験
す
る
様
々
な
被
害
と
影
響
、
な
か
で
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
性
的
暴
力
の
問
題
が
平
和
の
実
現
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を
阻
む
重
大
な
要
因
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
国
際
社
会
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
、
安
保
理
が
明
確
に
規
定
し
た
と
い
う
点
で
大
き

な
意
義
を
も
つ
決
議
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
武
力
紛
争
に
つ
き
も
の
」
で
あ
り
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
武
力
紛
争
下
で
の
性
的
暴
力
に
つ
い
て
、

全
面
的
に
停
止
し
、
加
害
者
を
処
罰
す
る
よ
う
安
保
理
が
求
め
て
い
る
点
は
画
期
的
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
対
応
を
促
進
す
る
た
め
に
、
紛
争
予
防
か
ら
平
和

構
築
お
よ
び
復
興
の
全
て
の
過
程
に
お
け
る
女
性
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
を
強
調
し
て
い
る
点
も
評
価
に
値
す
る
。

し
か
し
、
決
議
一
〇
年
後
の
評
価
は
、
事
務
総
長
報
告
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
く
、
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
報
告
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
加
盟
国
、
国
連
機
関
に

よ
る
取
り
組
み
に
進
展
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
相
互
の
調
整
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
に
十
分
な
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
し
て
、
様
々
な
活
動
が
一

貫
性
を
も
っ
た
有
効
な
成
果
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
重
要
な
要
因
の
一
つ
に
は
、
安
保
理
の
な
か
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
連
す
る
問
題
が
占
め
る
位
置
に
い
ま
だ
に
大
き

な
変
化
は
起
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
務
総
長
報
告
に
お
い
て
も
、「
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
に
関
す
る
課
題
が
、
安
保
理
の
関
連
議

題
の
な
か
で
常
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
た
め
の
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
」こ
と
が
決
議
実
施
の
制
約
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（S

/2010/498, para.86

）。
女
性
と
平
和
・

安
全
保
障
に
と
っ
て
懸
念
が
指
摘
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
が
定
期
的
に
安
保
理
に
届
け
ら
れ
る
状
態
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
と

る
べ
き
行
動
に
つ
い
て
の
合
意
も
で
き
て
い
な
い
（ibid

., para.87

）。
安
保
理
が
情
報
を
得
る
こ
と
が
最
も
困
難
な
分
野
が
紛
争
下
に
お
け
る
性
的
暴
力
に
つ
い
て
の
情

報
で
あ
る
が
、
安
保
理
は
、
そ
う
し
た
行
動
を
非
難
は
す
る
も
の
の
制
裁
の
発
動
と
い
っ
た
よ
り
強
い
手
段
に
出
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
（ibid

., 

para.88

）。
二
〇
〇
人
と
も
三
〇
〇
人
と
も
い
わ
れ
る
女
性
や
少
女
が
レ
イ
プ
の
犠
牲
に
な
っ
た
二
〇
一
〇
年
七
月
の
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
事
例
で
も
、
情
報
は
国
連

の
平
和
維
持
派
遣
団
で
は
な
く
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
の
課
題
を
扱
う
た
め
の
制
度
的
な
基
盤
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
安
保
理
内
の
委
員
会
の
設
置
状
況
に
も
現
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
安
保
理
は
、い
く
つ
か
の
補
助
的
組
織
（S

u
bsidiary B

odies
）
を
設
置
し
て
き
て
い
る
が
、「
子
ど
も
と
武
力
紛
争
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」

は
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
の
「
女
性
と
武
力
紛
争
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
は
、い
ま
だ
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
決
議
が
安
保
理
内
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化

に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

紛
争
地
域
で
の
具
体
的
な
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
機
関
が
、
国
連
人
口
基
金
、
ユ
ニ
フ
ェ
ム
等
、
元
々
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
組
織
に
偏
っ
て

い
る
こ
と
も
、
一
三
二
五
号
決
議
が
ま
だ
広
範
な
理
解
と
支
持
を
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
現
れ
で
あ
ろ
う
。
ウ
ィ
ッ
ト
ワ
ー
ス
（W

h
itw

orth

）
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
本
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
は
、
国
連
は
沈
黙
す
る
傾
向
が
強
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
全
シ
ス
テ
ム
行
動
計
画
の
評
価
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、

（
28
）

（
29
）
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「
計
画
は
あ
る
が
予
算
が
な
い
」
と
い
う
状
況
も
、
決
議
の
実
施
を
阻
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
課
題
は
多
い
も
の
の
、
一
方
で
、
一
〇
年
間
に
蓄
積
さ
れ
た
経
験
や
教
訓
か
ら
は
、
地
域
レ
ベ
ル
に
お
け
る
平
和
の
実
現
に
と
っ
て
具
体
的
で
有
効
な
知

見
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
女
性
の
警
察
官
が
駐
留
す
る
こ
と
が
、
紛
争
後
の
性
暴
力
被
害
へ
の
対
応
に
貢
献
す
る
と
の
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
報
告
は
そ
の
一

例
で
あ
る
。
女
性
警
察
官
や
女
性
部
隊
の
駐
留
が
、
暴
力
の
被
害
に
あ
っ
た
女
性
た
ち
へ
の
支
援
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
経
験
も
様
々
な
場
所
か
ら
報
告
さ
れ

て
い
る
。
女
性
の
国
連
警
察
官
が
女
性
や
子
ど
も
へ
の
戸
別
訪
問
を
お
こ
な
っ
て
い
る
地
域
か
ら
は
、「
国
連
警
察
の
女
性
警
察
官
と
話
す
と
ホ
ッ
と
す
る
」
と
い
う
報
告

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

一
三
二
五
号
決
議
が
、
今
後
、
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
の
活
用
や
、
安
保
理
が
求
め
て
い
る
包
括
的
枠
組
の
策
定
の
行
方
に
加
え
、

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
」
を
さ
ら
に
牽
引
す
る
目
的
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
の
国
連
四
機
関
、
す
な
わ
ち
、
Ｄ
Ａ
Ｗ
、
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｇ
Ｉ
、
ユ
ニ
フ
ェ
ム
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｗ
を

統
合
し
、二
〇
一
一
年
一
月
一
日
に
設
立
さ
れ
たU

N
 W

om
en

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
た
め
の
国
連
機
関
）が
、国
連
内
で
ど
れ
だ
け
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
か
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。U

N
 W

om
en

の
ト
ッ
プ
で
あ
る
事
務
局
長
は
、
統
合
前
の
四
機
関
の
長
よ
り
も
ラ
ン
ク
が
高
い

事
務
次
長
相
当
職
（U

n
der S

ecretary-G
en

eral
）
で
あ
り
、国
連
の
、よ
り
高
位
の
意
思
決
定
に
参
加
で
き
る
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ま
で
よ
り
も
強
力
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
主
流
化
を
推
進
で
き
る
組
織
と
し
て
の
活
動
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。U

N
 W

om
en

は
、
五
つ
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
に
、「
紛
争
地
域
に
お
け
る
女
性
と
少
女
の

保
護
」
を
挙
げ
て
お
り
、
安
保
理
と
の
よ
り
緊
密
な
連
携
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

六　

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
安
保
理
決
議
一
三
二
五
号
の
概
要
に
続
い
て
決
議
採
択
に
至
る
背
景
を
概
観
し
、
採
択
後
一
〇
年
間
の
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
連
を
中
心
と
し
た
女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
現
状
を
検
討
し
て
き
た
。
一
三
二
五
号
の
採
択
が
、
紛
争
下
に
お
け
る
女
性
と
少
女
に
対
す
る

性
的
暴
力
の
即
時
停
止
を
国
際
社
会
に
と
っ
て
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
位
置
づ
け
、「
寛
容
と
不
処
罰
の
歴
史
」
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
の
強
力
な
ツ
ー
ル
に
な
っ
た
こ

と
に
は
疑
い
が
な
い
も
の
の
、
順
調
に
成
果
が
生
ま
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
が
あ
る
。
合
意
は
で
き
た
が
一
貫
性
を
も
ち
調
整
が
と
れ
た
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
な
い
、
あ
る
い
は
計
画
は
あ
る
が
資
金
が
な
い
と
の
評
価
は
、
国
連
に
お
け
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
」
の
現
状
を
如
実
に
映
し
出
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

（
30
）
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一
三
二
五
号
と
そ
れ
に
続
く
三
決
議
は
、
性
的
暴
力
へ
の
対
応
、
高
位
の
意
思
決
定
へ
の
女
性
の
参
加
と
と
も
に
、
憲
法
制
定
、
議
会
選
挙
、
土
地
改
革
、
資
源
の
配
分
、

地
方
分
権
等
、
紛
争
後
の
社
会
の
変
容
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
入
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
決
議
が
求
め
て
い
る
こ
う
し
た
対
応
は
、
戦
争
や
紛
争
が
な

い
状
態
と
し
て
の
平
和
を
越
え
た
、公
正
か
つ
平
等
で
、民
主
的
な
社
会
の
構
築
を
通
じ
た
平
和
の
必
要
性
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
投
げ
か
け
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

平
和
維
持
活
動
局
の
責
任
者
で
あ
り
国
連
事
務
次
長
の
ア
ラ
ン
・
ル
ロ
ワ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
過
去
十
年
で
平
和
維
持
活
動
局
の
役
割
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
た
」
の

で
あ
り
、「
平
和
維
持
の
任
務
は
さ
ら
に
複
雑
化
し
、
よ
り
広
範
な
課
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
」
い
る
。
今
後
、
決
議
が
十
分
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
拡
が

り
を
も
っ
た
任
務
の
下
で
国
連
の
平
和
維
持
活
動
が
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
の
意
義
の
大
き
さ
に
は
疑
い
が
な
い
も
の
の
、
使
命
と
任
務
を
具
体

的
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
関
係
各
機
関
の
誠
実
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
加
え
て
、
蓄
積
さ
れ
た
経
験
と
教
訓
が
有
益
な
形
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

女
性
と
平
和
・
安
全
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
武
力
に
よ
る
紛
争
や
介
入
が
、「
人
権
の
実
現
」
と
い
う
大
義
の
下
で
お
こ
な
わ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と

と
の
関
連
で
考
え
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
紛
争
終
結
か
ら
平
和
構
築
へ
の
過
程
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
実
現
に
と
っ
て
「
危
機
は
チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
危
機
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
イ
ラ
ク
に
お
け
る
大
量
破
壊
兵
器
の
存
在
の
よ
う
に
、
最
終
的
に
確
認
さ

れ
な
か
っ
た
大
義
に
よ
っ
て
武
力
紛
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
復
興
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
入
れ
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
せ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
民
主
主
義
」
あ
る
い
は
「
人
権
」
の
実
現
と
い
う
他
国
へ
の
介
入
の
際
の
大
義
に
、
新
た
に
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
が
加
わ
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
関
係
で
丁
寧
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

戦
時
に
お
け
る
暴
力
な
か
で
も
女
性
と
少
女
に
対
す
る
性
的
暴
力
を
平
和
・
安
全
保
障
の
課
題
と
し
、
紛
争
と
平
和
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
セ
ス
へ
の
女
性
の
参
加

の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
決
議
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
見
え
て
い
た
は

ず
な
の
に
見
え
な
い
こ
と
に
し
て
き
た
こ
と
を
、
国
際
社
会
が
一
致
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
の
意
義
も
大
き
い
。
現
状
に
も
将
来
に
も
楽
観
は

で
き
な
い
が
、
女
性　

―
一
枚
岩
で
は
な
い
多
様
な
女
性
―　

の
声
が
紛
争
予
防
か
ら
平
和
構
築
プ
ロ
セ
ス
の
高
位
の
意
思
決
定
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
連
シ

ス
テ
ム
、
さ
ら
に
は
国
際
社
会
全
体
に
お
け
る
平
和
や
安
全
保
障
の
再
定
義
に
結
び
つ
く
可
能
性
に
期
待
し
た
い
。

注（
1
）S

/2010/498, para.1

（
2
）
国
連
人
口
基
金
『
世
界
人
口
白
書
二
〇
一
〇　

紛
争
・
危
機
か
ら
の
再
生
―
女
性
は
い
ま
』（
財
）
家
族
計
画
国
際
協
力
財
団
、
二
〇
一
〇
年
。

（
31
）
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（
3
）
一
二
六
一
号
は
、
武
力
紛
争
下
で
、
一
五
歳
以
下
の
子
ど
も
が
兵
士
と
し
て
紛
争
に
参
加
す
る
こ
と
や
、
子
ど
も
が
殺
害
や
性
的
暴
力
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
非
難
す
る
決
議
で
あ
り
、
パ
ラ
グ
ラ

フ
一
〇
で
、
武
力
紛
争
当
事
者
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
、
な
か
で
も
少
女
に
対
す
る
レ
イ
プ
や
他
の
性
的
虐
待
か
ら
子
ど
も
を
保
護
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
（S

/R
E

S
/1261

）。

（
4
）
一
二
六
五
号
は
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
故
意
に
民
間
人
を
標
的
と
す
る
こ
と
を
非
難
し
、
加
盟
国
に
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
、
難
民
条
約
の
遵
守
を
求
め
る
と
と
も
に
、
人
道
に
対
す
る
罪
の

加
害
者
に
対
す
る
処
罰
を
求
め
て
い
る
。
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
三
で
、
女
性
と
子
ど
も
を
含
む
注
意
を
必
要
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
特
別
な
保
護
や
支
援
の
提
供
を
、
和
平
・
平
和
維
持
・
平
和
構

築
活
動
に
含
む
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四
で
、
和
平
・
平
和
維
持
・
平
和
構
築
に
従
事
す
る
国
連
職
員
に
対
し
、
子
ど
も
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
連
の
規
定
を
含

む
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
、
難
民
条
約
に
つ
い
て
の
適
切
な
研
修
を
提
供
す
る
よ
う
、
事
務
総
長
に
要
求
し
て
い
る
（S

/R
E

S
/1265

）。

（
5
）
一
二
九
六
号
は
、
民
間
人
が
武
力
紛
争
の
被
害
者
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
で
、
女
性
、
子
ど
も
や
他
の
脆
弱
な
グ
ル
ー
プ
へ
の
影
響
を
は
じ
め
と
す
る
、
武
力
紛
争

が
民
間
人
に
及
ぼ
す
被
害
へ
の
重
大
な
懸
念
を
再
確
認
し
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
で
は
、
基
本
的
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
が
安
全
に
す
べ
て
の
人
に
提
供
さ
れ
る
た
め
に
、
女
性
、
子
ど
も
や
他
の
脆
弱
な

グ
ル
ー
プ
の
保
護
と
支
援
を
お
こ
な
う
よ
う
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
紛
争
当
事
者
に
求
め
て
い
る
（S

/R
E

S
/1296

）。

（
6
）
一
三
一
四
号
は
、
一
二
六
一
号
同
様
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
子
ど
も
が
標
的
と
さ
れ
る
こ
と
を
非
難
し
、
武
力
紛
争
へ
の
子
ど
も
の
関
与
に
関
す
る
児
童
の
権
利
条
約
選
択
議
定
書
の
批
准
を
求
め

て
い
る
。
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
三
で
、
武
力
紛
争
の
影
響
を
被
っ
た
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
と
彼
女
た
ち
に
固
有
の
脆
弱
性
に
配
慮
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
一
家
の
生
計
を
支
え
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
り
、
孤
児
で
あ
っ
た
り
、
性
的
虐
待
を
受
け
た
り
、
戦
闘
員
と
し
て
戦
闘
に
参
加
し
て
い
た
少
女
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
六
で
は
、

武
力
紛
争
下
で
暮
ら
す
子
ど
も
の
保
護
に
取
り
組
む
地
域
的
組
織
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
組
み
入
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
（S

/R
E

S
/1314

）。

（
7
）「
平
和
は
男
女
の
平
等
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
題
す
る
声
明
で
、平
和
と
安
全
保
障
の
維
持
と
推
進
に
は
、権
力
の
構
造
に
女
性
が
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
保
障
さ
れ
、十
分
に
参
加
し
、

紛
争
の
予
防
と
解
決
に
向
け
た
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
女
性
が
十
分
に
関
わ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
紛
争
下
で
の
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
被
害
は
、
あ
ら
ゆ
る
年
代
の
女
性
に

わ
た
っ
て
お
り
、
女
性
は
難
民
や
国
内
避
難
民
の
多
数
を
占
め
る
。
ま
た
、
安
全
保
障
と
平
和
の
維
持
に
平
等
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
意
思
決
定
に
女
性
が
参
加
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
し
、
武
力
紛
争
下
で
地
域
社
会
が
崩
壊
し
て
い
る
場
合
に
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
家
庭
や
地
域
で
平
和
の
文
化
を
創
造
す
る
た
め
に
女
性
の
役
割
が
重
要

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
人
権
侵
害
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
要
請
し
、
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー
マ
規
程
に
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
性
的
暴
力
が
戦
争
犯
罪
と
し

て
加
わ
っ
た
こ
と
を
歓
迎
し
、
国
際
人
道
法
の
重
大
な
侵
害
に
責
任
を
負
う
も
の
を
処
罰
す
る
義
務
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

（
8
）
一
九
九
五
年
の
第
四
回
世
界
女
性
会
議
で
採
択
さ
れ
た
北
京
宣
言
で
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
八
で
、
平
和
が
達
成
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
指
導
性
、
紛
争
解
決
お
よ
び
永

続
的
な
平
和
の
促
進
の
た
め
の
主
要
な
勢
力
で
あ
る
女
性
の
地
位
向
上
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
内
閣
府
日
本
語
訳
に
よ
る
）。

（
9
）
北
京
行
動
綱
領
に
お
け
る
一
二
の
重
大
問
題
領
域
の
一
つ
が
「
女
性
と
武
力
紛
争
」
で
あ
り
、
行
動
綱
領
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
三
一
か
ら
四
九
に
わ
た
っ
て
戦
略
目
標
と
行
動
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
同
文
書
は
、北
京
行
動
綱
領
の
各
重
大
問
題
領
域
に
つ
い
て
、成
果
と
課
題
を
述
べ
て
い
る
が
、「
女
性
と
武
力
紛
争
」
に
つ
い
て
、成
果
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

武
力
紛
争
が
男
女
に
与
え
る
異
な
る
影
響
や
女
性
に
対
す
る
犯
罪
の
責
任
者
を
処
罰
す
る
こ
と
へ
の
認
識
の
高
ま
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
と
ル
ワ
ン
ダ
に
お
け
る
国
際
戦
犯
法
廷
、
武
力
紛
争
下
に
お
け
る

レ
イ
プ
を
は
じ
め
と
す
る
性
的
暴
力
を
戦
争
犯
罪
と
定
め
た
国
際
刑
事
裁
判
所
犯
罪
規
程
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
迫
害
（persecu

tion

）
が
い
く
つ
か
の
国
で
難
民
認
定
の
根

拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
課
題
と
し
て
は
、
意
思
決
定
に
関
わ
る
女
性
の
少
な
さ
、
平
和
維
持
か
ら
国
家
の
再
建
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
慮
の
欠
如
、

職
員
へ
の
研
修
、
軍
事
費
へ
の
多
大
な
支
出
や
経
済
制
裁
が
社
会
経
済
に
与
え
る
影
響
、
組
織
的
な
レ
イ
プ
や
強
制
妊
娠
を
含
む
女
性
と
少
女
に
対
す
る
暴
力
の
増
加
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
ウ
ィ
ン
ト
フ
ー
ク
宣
言
と
ナ
ミ
ビ
ア
行
動
計
画
は
、
ナ
ミ
ビ
ア
の
早
期
独
立
に
向
け
、
事
務
総
長
特
別
代
表
を
補
佐
す
る
た
め
に
一
九
八
九
年
に
設
置
さ
れ
た
国
連
ナ
ミ
ビ
ア
独
立
支
援
グ
ル
ー
プ

（U
n

ited N
ation

s T
ran

sition
al A

ssistan
ce G

rou
p: U

N
T

A
G

）の
一
〇
周
年
に
あ
た
り
、二
〇
〇
〇
年
五
月
に
採
択
さ
れ
た
文
書
。
ウ
ィ
ン
ト
フ
ー
ク
宣
言
で
は
、国
連
の
平
和
維
持
活
動
が
、

従
来
の
意
味
を
越
え
、
多
面
的
平
和
支
援
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
が
、
女
性
は
そ
の
な
か
で
十
分
に
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
平
和
支
援
活
動
が
効
果
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
に
は
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
原
則
が
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
保
障
さ
れ
、
平
和
維
持
か
ら
政
治
的
安
定
に
至
る
す
べ
て
の
プ
ロ
セ
ス
に
女
性
と
男
性
が
平
等
に
参
加
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
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そ
の
た
め
の
具
体
的
活
動
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
ナ
ミ
ビ
ア
行
動
計
画
で
あ
り
、
多
面
的
平
和
支
援
の
「
停
戦
・
和
平
合
意
推
進
の
た
め
の
交
渉
」「
任
務
」「
リ
ー
ダ
ー
」「
派
遣
団
の
計
画
・
構
造
・

資
源
」「
人
材
の
登
用
」「
研
修
」「
手
続
」「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
・
説
明
責
任
」「
啓
発
」
の
八
分
野
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
に
つ
い
て
の
具
体
的
行
動
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

評
価
・
説
明
責
任
」
の
一
項
目
で
、
各
平
和
支
援
活
動
に
お
け
る
政
策
と
活
動
へ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
、
独
立
し
た
外
部
専
門
家
に
よ
る
定
期
的
な
評
価
が
お
こ
な
わ
れ

る
べ
き
と
し
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
事
例
と
し
て
東
チ
モ
ー
ル
と
コ
ソ
ボ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）
こ
れ
ら
三
機
関
と
国
連
女
性
調
査
訓
練
研
修
所
（In

tern
ation

al R
esearch

 an
d T

rain
in

g In
stitu

te for th
e A

dvan
cem

en
t of W

om
en

: IN
S

T
R

A
W

）
は
、
そ
の
後
、
統
合
さ
れ
、

二
〇
一
一
年
一
月
一
日
よ
り
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
た
め
の
国
連
機
関
（U

n
ited N

ation
s E

n
tity for G

en
der E

qu
ality an

d th
e E

m
pow

erm
en

t of 

W
om

en

、
略
称U

N
 W

om
en

）」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

（
13
）W

h
itw

orth
, S

an
dra, M

en
, M

ilitarism
 &

 U
N

 P
eacekeepin

g, L
yn

n
e R

ien
n

er P
u

blish
ers, In

c., B
ou

lder, 2004, p.121.

（
14
）C

arol C
oh

n
 qu

oted in
 ibid

., p.122.

（
15
）
こ
れ
と
の
関
連
で
、
象
徴
的
な
事
例
と
し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
復
興
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
っ
た
国
連
カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構
（
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
）
の
駐
留
が
、
地
域
に
お
け
る
性
産
業
の
興
隆

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
を
国
連
や
女
性
団
体
か
ら
指
摘
さ
れ
た
際
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｃ
代
表
が
発
し
た
言
葉
「B

oys w
ill be boys.

」
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

W
h

itw
orth

, su
pra n

ote 13, p.13.

（
16
）Jain

, D
evaki, W

om
en

, D
evelopm

en
t an

d
 th

e U
N

: A
 S

ixty-Year Q
u

est for E
qu

ality an
d

 Ju
stice, In

dian
a U

n
iversity P

ress, In
dian

apolis, 2005, p.121.

（
17
）ibid

.

（
18
）ibid

.

（
19
）ibid

.

（
20
）
ス
リ
ラ
ン
カ
出
身
のR

adh
ika C

oom
arasw

am
y

（
一
九
九
四
年
〜
二
〇
〇
三
年
）、
ト
ル
コ
出
身
のYakin

 E
rtu

rk

（
二
〇
〇
三
年
〜
二
〇
〇
九
年
）
に
続
き
、
二
〇
〇
九
年
八
月
以
来
、
南

ア
フ
リ
カ
出
身
のR

ash
ida M

an
joo

が
報
告
者
を
務
め
て
い
る
。

（
21
）
米
国
出
身
のG

ay M
cD

ou
gall

が
務
め
た
。

（
22
）
両
報
告
と
も
、
日
本
軍
が
関
与
し
た
従
軍
慰
安
婦
の
問
題
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。

（
23
）W

h
itw

orth
, su

pra n
ote 13, p.129-130. 

同
書
は
、
様
々
な
制
約
に
よ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ユ
ニ
ッ
ト
が
期
待
さ
れ
た
成
果
を
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

（
24
）U

n
ited N

ation
s In

tegrated O
ffice of B

u
ru

n
di, U

N
 M

ission
 in

 th
e C

en
tral A

frican
 R

epu
blic an

d C
h

ad, U
N

 O
rgan

ization
 S

tabilization
 M

ission
 in

 th
e D

em
ocratic 

R
epu

blic of C
on

go, M
IN

U
S

T
A

H
, U

N
 A

ssistan
ce M

ission
 in

 Iraq, U
N

 S
pecial C

oordin
ator for L

eban
on

, U
N

M
IL

, U
N

 M
ission

 in
 th

e S
u

dan

（
25
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
出
身
で
、
元
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
警
察
本
部
長
（P

olice C
om

m
ission

er
）
のA

n
n

-M
arie O

rler

（
国
連
人
口
基
金
、
前
掲
書
（
注
2
）、
七
九
頁
）。

（
26
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
リ
ベ
リ
ア
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ネ
パ
ー
ル
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ル
ワ
ン
ダ
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
英
国
で
あ
り
、
地
理
的
な
内
訳
は
、

欧
州
一
三
ヵ
国
、
ア
フ
リ
カ
六
ヵ
国
、
ア
ジ
ア
二
ヵ
国
、
米
州
二
ヵ
国
と
な
っ
て
い
る
。

（
27
）
日
本
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
末
現
在
、
国
内
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
。
日
本
が
国
内
行
動
計
画
を
策
定
す
る
意
義
と
の
関
連
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
国
内
行
動
計
画
策
定
過
程
を
論
じ
た

論
考
と
し
て
、橋
本
ヒ
ロ
子
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
「
安
保
理
決
議
一
三
二
五
及
び
一
八
二
〇
実
施
の
た
め
の
女
性
、平
和
、安
全
保
障
国
内
行
動
計
画
」
策
定
過
程
及
び
日
本
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

辻
村
み
よ
子
他
編
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
―
政
策
と
政
治
参
画
』
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
刊
行
予
定
。

（
28
）
事
務
総
長
報
告
で
は
、
設
置
の
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
る
（S

/2010/498, para.131

）。
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（
29
）W

h
itw

orth

、su
pra n

ote 13, p.123.
（
30
）
前
掲
書
（
注
2
）、
二
三
―
二
四
頁
。
一
方
で
、
同
白
書
は
、
そ
う
し
た
任
務
に
つ
い
て
、
先
進
国
あ
る
い
は
西
欧
志
向
の
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
連
女
性
警
察
官
の
な
か
に
は
「
女
の
仕
事
」
を

す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
前
掲
書
（
注
2
）、
二
三
頁
）。
女
性
の
課
題
と
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
認
識
と
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
の

理
解
が
、軍
隊
や
警
察
の
な
か
で
「
主
流
化
」
さ
れ
て
は
い
な
い
現
状
が
伺
え
、ま
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
の
中
味
に
関
す
る
認
識
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
よ
う
で
、非
常
に
興
味
深
い
。

（
31
）
前
掲
書
（
注
2
）、
七
九
頁
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資
料

安
保
理
決
議
1325

号
の
実
施
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
の
総
合
的
指
標

Ⅰ
．
予
防

目
標
：
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
、
な
か
で
も
性
的
暴
力
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
を
予
防
す
る
こ
と

 

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

1（
a）

量
的
（
方
法
論

的
開
発
を
必
要

と
す
る
調
査
）

性
的
暴
力
の
発
生
頻
度

責
任
：
加
盟
国

・
当
該
地
域
人
口
に
対
す
る
性
的
暴
力
の
被
害
を
経
験
し
た
人
数
の
割
合

・
性
的
暴
力
の
定
義
は
ロ
ー
マ
規
程
に
よ
る

・
発
生
件
数
の
急
激
な
増
加
は
国
際
人
道
法
に
違
反
す
る
状
況
が
起
こ
っ

て
い
る
証
左
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
紛
争
の
早
期
警
報
と
し
て
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
a）
紛
争
の
性
質
と
軍
事
的
／
政
治
的
目

的
を
も
っ
た
性
的
暴
力
の
存
在

（
b）
調
査
に
あ
た
っ
て
の
倫
理
的
配
慮
と

守
秘
義
務
の
保
障

（
c）
同
じ
被
害
者
へ
の
攻
撃
の
有
無
と
頻
度

9,10
1,2,
3,4

1,2,
3,24

2

1（
b）

質
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

紛
争
下
お
よ
び
紛
争
後
に
お

け
る
性
的
暴
力
の
様
相

責
任
：
紛
争
下
に
お
け
る

性
的
暴
力
に
関
す
る
事
務

総
長
特
別
代
表
事
務
所

（
O

S
R

S
G

-S
V

C）
注

以
下
の
項
目
に
関
す
る
報
告
書

・
暴
力
の
種
類

・
加
害
者
に
つ
い
て
の
情
報

・
被
害
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
に
つ
い
て
の
情
報（
民
族
・
居
住
地
・
年
齢
）

攻
撃
の
意
図
、加
害
者
の
性
質
、被
害
の
大
き
さ
に
関
す
る
情
報
に
よ
り
、

個
別
の
犯
罪
か
組
織
的
な
戦
術
か
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
る
。

（
a）
紛
争
の
性
質
と
軍
事
的
／
政
治
的
目

的
を
も
っ
た
性
的
暴
力
の
存
在

（
b）
警
察
や
司
法
が
効
果
的
に
機
能
し
、

不
処
罰
を
是
正
し
抑
止
力
を
発
揮
で
き
て

い
る
か
ど
う
か

（
c）
暴
力
の
発
生
場
所
や
被
害
者
の
民
族
・

年
齢
等
に
関
す
る
情
報

注
：

O
ffice of th

e S
pecial R

epresen
tative of th

e S
ecretary-G

en
eral on

 S
exu

al V
iolen

ce in
 C

on
flict

目
標
：
紛
争
中
、
停
戦
中
、
和
平
交
渉
中
お
よ
び
紛
争
後
に
お
け
る
女
性
と
少
女
の
権
利
侵
害
を
監
視
し
、
報
告
し
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
の
機
能
的
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

2
質
的

（
記
述
等
の
内

容
分
析
）

国
連
の
平
和
維
持
軍
や
政
治

派
遣
団
が
安
保
理
へ
の
定
期

的
報
告
の
な
か
で
女
性
と
少

女
へ
の
人
権
侵
害
に
関
す
る

情
報
を
ど
の
程
度
入
れ
て
い

る
か
責
任
：
国
連
政
治
局
・
平
和

維
持
局
・

U
N

 W
om

en

報
告
の
提
言
に
関
す
る
章
の
な
か
の
施
策
に
つ
い
て
の
記
述
（
提
案
さ

れ
た
施
策
と
実
施
さ
れ
た
施
策
）

（
a）
報
告
さ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
の

記
述
と
報
告
が
扱
っ
て
い
る
範
囲
に
つ
い

て
の
記
述

（
b）
状
況
分
析
と
提
言
と
の
関
連

（
c）
過
去
の
提
言
が
ど
の
程
度
実
施
さ
れ

た
か

（
d）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
報

告
が
ど
の
程
度
、
公
式
の
報
告
に
反
映
さ

れ
た
か

5.17
15

24,25
5

3（
a）

質
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

女
性
と
少
女
へ
の
人
権
侵
害

が
人
権
機
関
に
よ
っ
て
報

告
、
言
及
、
調
査
さ
れ
た
度

合
い
責
任
：
人
権
高
等
弁
務
官
事

務
所

以
下
に
関
す
る
報
告

・
報
告
、
言
及
、
調
査
さ
れ
た
事
例
の
数
と
種
類

・
侵
害
に
対
応
し
て
実
施
／
提
言
さ
れ
た
行
動

人
権
機
関
と
は
：

・
各
条
約
体
（

C
E

D
A

W
, C

R
C

, C
E

R
D

 H
C

R
, C

E
S

C
R）

・
人
権
理
事
会
の
苦
情
処
理
を
含
む
特
別
手
続

（
a）
国
連
人
権
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
評
価

（
b）
女
性
団
体
に
よ
る
人
権
機
関
へ
の
情

報
提
供

9.11
4

6,7,
8（

a）
3
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3（
b）

量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

国
内
人
権
機
関
に
お
け
る
女

性
の
数
と
割
合

責
任
：
人
権
高
等
弁
務
官
事

務
所

国
内
人
権
機
関
委
員
に
占
め
る
女
性
委
員
の
割
合

国
内
人
権
機
関
に
占
め
る
女
性
長
官
の
割
合

・
委
員
と
は
委
員
長
あ
る
い
は
委
員
会
委
員

・
長
官
と
は
国
内
機
関
の
長

・
国
内
人
権
機
関
と
は
総
会
決
議
48/134

で
定
義
さ
れ
て
い
る
独
立
機
関

・
パ
リ
原
則
（
1994

年
）
に
、
そ
の
地
位
、
独
立
性
、
作
業
方
法
が
規

定
さ
れ
て
い
る

（
a）
国
内
人
権
機
関
を
調
整
す
る
国
際
・

地
域
機
関
か
ら
の
評
価

（
b）
国
内
人
権
機
関
が
女
性
の
権
利
の
問

題
に
ど
の
程
度
対
応
し
て
い
る
か

1,28
4,12

16
1

目
標
：
国
際
的
、
国
内
的
、
あ
る
い
は
非
政
府
の
安
全
保
障
組
織
が
、
国
際
基
準
に
沿
っ
て
女
性
と
少
女
の
権
利
侵
害
に
対
応
す
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

4
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

報
告
さ
れ
た
性
的
搾
取
や
虐

待
の
な
か
の
、
平
和
維
持
に

携
わ
る
軍
人
・
文
民
警
察
官

あ
る
い
は
人
道
ワ
ー
カ
ー
が

加
害
者
で
あ
っ
た
事
例
の
割

合責
任
：
平
和
維
持
局
、
国
連

人
材
管
理
室

平
和
維
持
軍
が
報
告
し
た
事
例
に
占
め
る
平
和
維
持
軍
要
員
が
加
害
者

で
あ
っ
た
事
例
の
割
合

平
和
維
持
に
携
わ
る
文
民
警
察
官
が
報
告
し
た
事
例
に
占
め
る
文
民
警

察
官
が
加
害
者
で
あ
っ
た
事
例
の
割
合

人
道
ワ
ー
カ
ー
が
報
告
し
た
事
例
に
占
め
る
人
道
ワ
ー
カ
ー
が
加
害
者

で
あ
っ
た
事
例
の
割
合

・
事
例
の
数
は
性
的
暴
力
や
虐
待
の
報
告
件
数

・
性
的
搾
取
と
虐
待
の
定
義
は
、
事
務
総
長
通
達

S
T

/S
G

B
/2003/13

に
よ
る

（
a）
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
効
果
、
通
報

方
法
の
改
善
、
関
係
機
関
の
信
頼
性
の
向

上
、
対
応
の
迅
速
性
等
、
被
害
者
か
ら
の

報
告
か
ら
読
み
と
れ
る
変
化

（
b）
予
防
措
置
（
平
和
維
持
要
員
へ
の
研

修
、
民
間
人
と
の
接
触
の
制
限
等
）
の
効

果
の
程
度

8
7,8

7,20
21

5（
a）

質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
平
和
維
持
派
遣
団
の
軍
事
部

門
の
長
と
警
察
部
門
の
長
が

発
表
す
る
指
示
の
な
か
に
、

ど
の
程
度
、
女
性
と
少
女
の

人
権
を
保
護
す
る
方
策
が

入
っ
て
い
る
か

責
任
：
平
和
維
持
局

以
下
に
関
す
る
報
告

・
女
性
と
少
女
の
安
全
を
脅
か
す
状
況
に
つ
い
て
の
分
析

・
方
策
の
種
類
（
予
防
、
影
響
軽
減
、
総
合
的
方
策
に
関
し
、
提
言
さ

れ
た
方
策
と
実
施
さ
れ
た
方
策
）

（
a）
安
全
を
脅
か
す
状
況
に
注
意
を
促
す

記
述

（
b）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と

に
関
す
る
説
明
（
た
と
え
ば
民
間
人
の
保

護
と
は
関
連
の
な
い
事
柄
に
つ
い
て
述
べ

る
際
に
）

5,6
8,9

11,12
7,8

5（
b）

質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
女
性
と
少
女
の
人
権
を
保
護

す
る
方
策
が
、
ど
の
程
度
、

国
家
の
安
全
保
障
政
策
に

入
っ
て
い
る
か

責
任
：
加
盟
国

以
下
に
つ
い
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
の
報
告

・
文
書
の
種
類

・
女
性
と
少
女
の
安
全
を
脅
か
す
状
況
に
つ
い
て
の
分
析

・
方
策
の
種
類
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目
標
：
女
性
と
少
女
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
対
策
が
早
期
警
報
シ
ス
テ
ム
と
紛
争
防
止
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
含
ま
れ
、
そ
の
実
施
が
監
視
さ
れ
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

6
質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
1325

号
決
議
に
関
連
し
て
安

保
理
が
と
っ
た
行
動
の
数
と

種
類
責
任
：

U
N

 W
om

en、
政
治

局

以
下
に
関
す
る
報
告

・
行
動
の
数

・
行
動
の
種
類
：
取
り
調
べ
の
要
請
、
特
別
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
置
、

平
和
維
持
活
動
の
発
令
、
制
裁
発
動
、
武
力
行
使
の
許
可
、
国
際
法
廷

の
設
置
、
国
際
刑
事
裁
判
所
へ
の
通
報

・
文
書
の
種
類
（
決
議
、
議
長
声
明
）

（
a）
報
告
さ
れ
た
状
況
と
行
動
の
範
囲
に

つ
い
て
の
記
述

（
b）
幅
広
い
状
況
分
析

14,18
1,5,
16

10,29
18,20

7
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

紛
争
予
防
に
携
わ
る
地
域
機

関
の
上
級
職
に
占
め
る
女
性

の
数
と
割
合

責
任
：

U
N

 W
om

en、
政
治

局

上
級
職
員
に
占
め
る
女
性
上
級
職
の
割
合

・
上
級
職
：
地
域
機
関
の
役
員
会
や
執
行
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー

・
地
域
機
関
の
定
義
は
、
総
会
決
議
55/285

に
よ
る

予
防
外
交
に
お
け
る
地
域
機
関
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
た
、
紛
争
予

防
に
お
け
る
女
性
の
関
与
を
示
す
代
理
的
指
標

女
性
リ
ー
ダ
ー
が
取
り
上
げ
る
課
題

1,2
7

16
1

Ⅱ
．
参
加

目
標
：
紛
争
の
予
防
・
管
理
・
解
決
に
関
連
す
る
意
思
決
定
の
過
程
に
女
性
と
女
性
の
関
心
を
含
む
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

8
質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
女
性
と
少
女
の
安
全
と
地
位

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
特
別

な
条
項
を
含
む
和
平
合
意
の

割
合
責
任
：
政
治
局

和
平
合
意
に
最
も
良
く
含
ま
れ
る
10
の
分
野
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
が

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
報
告

・
包
括
的
合
意

・
他
の
合
意

和
平
合
意
：
暴
力
を
伴
う
紛
争
に
、
よ
り
建
設
的
に
対
応
す
る
た
め
に
、

紛
争
を
終
結
あ
る
い
は
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
に
結
ば
れ
る
契
約

（
a）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
の
扱
い
を
示
す

記
述

（
b）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
関
す
る
指
針

の
存
在
と
活
用

（
c）
交
渉
に
参
加
す
る
派
遣
団
、
調
停
者

と
女
性
団
体
／
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
の
間
で

の
協
議
の
回
数
と
頻
度

8,16
12

17
1

目
標
：
平
和
と
安
全
保
障
に
関
連
す
る
国
連
お
よ
び
他
の
国
際
派
遣
団
に
加
わ
る
女
性
代
表
の
数
が
増
え
、
意
味
の
あ
る
参
加
を
お
こ
な
う
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

9
量
的（（

フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

国
連
の
現
地
派
遣
団
職
員
に

占
め
る
女
性
上
級
職
員
の
割

合責
任
：
国
連
シ
ス
テ
ム

国
連
の
上
級
職
員
に
占
め
る
女
性
上
級
職
員
の
割
合

・
上
級
：

P5
以
上
の
指
導
的
立
場

・
現
地
派
遣
団
：
平
和
維
持
派
遣
団
と
特
別
政
治
派
遣
団

・
軍
人
と
文
民
要
員
や
他
の
ス
タ
ッ
フ
を
分
け
て
集
計

平
等
な
参
加
は
普
遍
的
・
不
可
譲
・
不
可
分
の
人
権
で
あ
る
と
い
う
認

識
に
基
づ
い
た
、
高
位
の
意
思
決
定
に
お
い
て
女
性
の
ニ
ー
ズ
や
関
心

が
反
映
さ
れ
る
程
度
に
つ
い
て
の
代
理
的
指
標

派
遣
団
の
女
性
上
級
職
員
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
の
課
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
の
評
価

3,4,
5

19
4
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10
量
的（（

フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

上
級
レ
ベ
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

専
門
家
が
存
在
す
る
派
遣
団

の
割
合

責
任
：
国
連
シ
ス
テ
ム
（
人

材
管
理
室
）

派
遣
団
数
に
占
め
る
上
級
レ
ベ
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
専
門
家
が
存
在
す
る

派
遣
団
の
割
合

・
上
級
：

P5
以
上
の
指
導
的
立
場

・
派
遣
団
：
平
和
維
持
派
遣
団
お
よ
び
特
別
政
治
派
遣
団
が
駐
在
す
る

全
て
の
現
地
事
務
所

・
軍
人
と
文
民
要
員
や
他
の
ス
タ
ッ
フ
を
分
け
て
集
計

（
a）

P5
レ
ベ
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
が
不
在
の
場
合
は
、
駐
在
し
て

い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
専
門
家
の
地
位
（

P4
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
）
を
明
記

（
b）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
専
門
性
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
の
説
明
（
派
遣
団
の
規
模
の
小

さ
さ
や
契
約
更
新
を
理
由
と
す
る
一
時
的

な
不
在
等
）

5
12

目
標
：
公
式
・
非
公
式
の
和
平
交
渉
と
平
和
構
築
プ
ロ
セ
ス
に
加
わ
る
女
性
代
表
の
数
が
増
え
、
意
味
の
あ
る
参
加
を
お
こ
な
う
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

11（
a）
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

公
式
の
和
平
交
渉
に
参
加
す

る
調
停
者
、
交
渉
者
、
専
門

家
に
占
め
る
女
性
の
割
合

責
任
・
政
治
局

全
調
停
者
に
占
め
る
女
性
調
停
者
の
割
合

交
渉
団
へ
の
参
加
者
に
占
め
る
女
性
参
加
者
の
割
合

調
停
に
関
わ
る
全
専
門
家
に
占
め
る
女
性
専
門
家
の
割
合

公
式
の
和
平
交
渉
：
第
三
者
の
技
術
的
支
援
を
得
て
紛
争
を
終
結
さ
せ

る
た
め
に
二
者
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
当
事
者
が
お
こ
な
う
交
渉
。
2ヶ

月
か
そ
れ
以
上
に
及
ぶ
交
渉
も
あ
る
。

（
a）
女
性
が
、
派
遣
団
の
長
で
あ
る
か
、

派
遣
団
の
多
数
を
構
成
す
る
か
少
数
で
あ

る
か
、全
て
の
会
合
に
出
席
し
て
い
る
か
、

男
性
派
遣
団
員
と
同
様
な
頻
度
で
発
言
し

て
い
る
か
ど
う
か
等
に
よ
る
女
性
の
相
対

的
影
響

（
b）
女
性
の
交
渉
者
が
取
り
上
げ
た
課
題

に
つ
い
て
の
説
明
と
分
析

（
c）
調
停
チ
ー
ム
あ
る
い
は
交
渉
派
遣
団

に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
存
在

2
12

16
1

11（
b）
質
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

公
式
の
和
平
交
渉
開
始
時
お

よ
び
終
結
時
に
お
け
る
公
式

の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
資
格
で
の

女
性
の
参
加

責
任
：
政
治
局

女
性
ま
た
は
女
性
団
体
（
草
の
根
あ
る
い
は
連
合
体
を
含
む
市
民
団
体
）

の
代
表
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ
う
な
報
告

・
ど
の
よ
う
な
代
表
か

・
和
平
交
渉
の
種
類

・
公
式
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
資
格
が
与
え
ら
れ
た
際
の
和
平
プ
ロ
セ
ス
の

段
階
和
平
交
渉
に
あ
た
る
人
た
ち
が
全
プ
ロ
セ
ス
に
わ
た
っ
て
女
性
の
関
与

を
推
進
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
代
理
的
指
標

（
a）
女
性
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
資
格
を
与
え

ら
れ
た
和
平
プ
ロ
セ
ス
の
段
階
に
つ
い
て

の
評
価

（
b）
女
性
や
女
性
団
体
の
参
加
の
妨
げ
と

な
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
、
暴
力
、
費
用
負

担
の
可
能
性
の
有
無
と
そ
れ
ら
を
軽
減
す

る
た
め
の
努
力

2
12

16
1

目
標
：
市
民
、
選
出
さ
れ
た
行
政
官
、
意
思
決
定
者
と
し
て
国
家
お
よ
び
地
方
の
統
治
に
加
わ
る
女
性
代
表
の
数
が
増
え
、
意
味
の
あ
る
参
加
を
お
こ
な
う
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

12（
a）

量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

国
会
議
員
あ
る
い
は
大
臣
と

し
て
の
女
性
の
政
治
参
加

責
任
：
国
連
シ
ス
テ
ム
／
加

盟
国

・
国
会
議
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合

・
大
臣
に
占
め
る
女
性
の
割
合

そ
れ
自
体
で
重
要
な
指
標
で
あ
る
と
同
時
に
、国
家
の
意
思
決
定
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
代
理

的
指
標

（
a）
政
治
的
権
力
を
行
使
す
る
女
性
に
対

し
て
向
け
ら
れ
る
暴
力

（
b）公

的
な
意
思
決
定
の
場
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
課
題
が
ど
れ
だ
け
扱
わ
れ
て
い
る
か

1
12

1
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12（
b）

量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

投
票
者
お
よ
び
候
補
者
と
し

て
の
女
性
の
政
治
参
加

責
任
：
加
盟
国

・
選
挙
人
登
録
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合

・
投
票
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合

・
国
会
議
員
候
補
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合

目
標
：
紛
争
お
よ
び
女
性
と
少
女
の
人
権
侵
害
を
予
防
・
管
理
・
解
決
し
、
対
応
す
る
活
動
に
参
加
す
る
女
性
と
女
性
団
体
の
数
が
増
え
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

13
質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
安
保
理
派
遣
団
が
業
務
指
示

書
あ
る
い
は
派
遣
団
報
告
の

な
か
で
女
性
と
少
女
に
影
響

を
与
え
る
特
別
な
課
題
を
ど

の
程
度
扱
っ
て
い
る
か

責
任
：

U
N

 W
om

en、
政
治

局

以
下
に
つ
い
て
の
報
告

・
女
性
と
少
女
の
課
題
と
ニ
ー
ズ
と
い
う
観
点
が
業
務
指
示
書
と
派
遣

団
報
告
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か

・
女
性
団
体
と
の
協
議
お
よ
び
話
し
合
わ
れ
た
課
題

・
女
性
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
提
言

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
事
例
に
つ
い
て
の
説
明

15
14

Ⅲ
．
保
護

目
標
：
安
全
、
女
性
と
少
女
の
身
体
的
・
精
神
的
健
康
、
経
済
的
安
定
が
保
障
さ
れ
、
彼
女
た
ち
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

14
量
的
（
方
法
論

的
開
発
を
必
要

と
す
る
調
査
）

女
性
と
少
女
の
身
体
的
安
全

を
示
す
指
数

責
任
：
加
盟
国

以
下
の
3
点
に
つ
い
て
の
調
査
に
基
づ
く
指
標

・
身
体
的
安
全
に
つ
い
て
の
女
性
と
少
女
の
意
識（
場
所
お
よ
び
時
間
別
）

・
女
性
と
少
女
の
公
的
生
活
に
参
加
す
る
能
力
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を

受
け
て
き
た
か
を
測
る
代
理
変
数

・
女
性
と
少
女
の
通
常
の
活
動
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
き
た
か

を
測
る
代
理
変
数

こ
の
指
標
は
、
各
国
間
の
比
較
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
各

国
に
お
け
る
進
展
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
a）
異
な
る
社
会
グ
ル
ー
プ
（
国
内
避
難

民
、
異
な
る
年
齢
層
、
民
族
）
が
不
安
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
、
脅
威
が

深
刻
に
な
っ
た
際
に
認
識
に
違
い
が
現
れ

る
か

（
b）
地
域
社
会
に
対
す
る
安
全
上
の
脅
威

に
つ
い
て
の
意
識
お
よ
び
現
実
の
脅
威
に

つ
い
て
の
全
般
的
な
変
化
と
傾
向

9,11
1,5

6,10

目
標
：
国
際
的
な
基
準
に
沿
っ
て
、
女
性
と
少
女
の
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
権
利
が
保
護
さ
れ
、
国
内
法
に
よ
り
履
行
さ
れ
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

15
質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
女
性
と
少
女
の
人
権
を
保
護

す
る
国
内
法
が
ど
の
程
度
、

国
際
基
準
と
合
致
し
て
い
る

か責
任
：
加
盟
国

以
下
に
関
す
る
報
告

・
 相
続
権

・
 性
的
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力

・
 婚
姻
に
関
連
す
る
権
利

法
律
の
条
項
が
国
際
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た

め
の
手
引
き
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る

（
a）
法
律
の
改
善
が
普
遍
的
に
起
こ
り
う

る
の
か
、
あ
る
い
は
体
系
的
な
例
外
が
存

在
す
る
の
か

（
b）
法
律
の
改
善
が
、
新
し
い
法
律
を
実

施
す
る
た
め
の
司
法
セ
ク
タ
ー
の
能
力
強

化
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
か

7,9
4

3,6,
7,8

2,3,
10
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目
標
：
女
性
と
少
女
の
身
体
的
安
全
を
強
化
す
る
た
め
の
機
能
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
構
造
が
整
備
さ
れ
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

16
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

司
法
、
安
全
保
障
、
外
交
分

野
に
お
け
る
女
性
の
参
加
の

度
合
い

責
任
：
加
盟
国

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
総
雇
用
者
数
に
占
め
る
女
性
雇
用
者
の
割

合・ 地
位
と
年
令
別

そ
れ
自
体
で
重
要
な
指
標
で
あ
る
と
同
時
に
、
司
法
、
安
全
保
障
、
外
交

分
野
が
女
性
の
関
心
を
ど
の
程
度
、
反
映
し
て
い
る
か
の
代
理
的
指
標

（
a）
要
件
を
満
た
す
女
性
が
参
入
し
働
き

つ
づ
け
る
た
め
の
支
援
は
適
切
か

（
b）
特
別
な
業
務
、
特
別
な
職
階
に
女
性

が
集
中
し
て
い
る
か
ど
う
か

（
c）
女
性
の
存
在
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題

へ
の
対
応
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か

1
12

1

17
質
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

非
合
法
の
小
型
武
器
・
軽
火

器
を
規
制
す
る
国
家
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
存
在

責
任
：
加
盟
国

以
下
に
関
す
る
報
告

・
小
型
武
器
・
軽
火
器
に
関
す
る
政
府
の
調
整
省
庁
あ
る
い
は
中
心
的

担
当
部
署
の
存
在

・
小
型
武
器
・
軽
火
器
の
所
持
と
授
受
に
関
す
る
記
録

「
小
型
武
器
・
軽
火
器
の
不
正
取
引
を
予
防
・
摘
発
・
根
絶
す
る
た
め
の

行
動
計
画
（

A
/C

O
N

F.192/15）」
で
収
集
さ
れ
た
情
報
を
活
用

紛
争
下
で
の
身
体
の
安
全
を
測
る
代
理
的
指
標
。
紛
争
下
で
は
小
型
武

器
・
軽
火
器
が
拡
散
し
、
し
ば
し
ば
女
性
に
脅
威
を
与
え
る
た
め
に
使

用
さ
れ
る
。

（
a）（

可
能
で
あ
れ
ば
）
非
合
法
の
武
器

の
拡
散
お
よ
び
、
そ
の
こ
と
と
女
性
に
対

す
る
暴
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
報
告

（
b）
政
府
の
調
整
機
関
が
最
低
限
の
基
準

の
遵
守
を
厳
密
に
お
こ
な
っ
て
い
る
か
の

評
価
と
そ
の
記
録

8
6,10

目
標
：
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
女
性
と
少
女
が
生
計
支
援
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
有
す
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

18
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

早
期
経
済
復
興
計
画
と
し
て

提
供
さ
れ
る
一
時
的
雇
用
か

ら
女
性
と
少
女
が
恩
恵
（
金

銭
換
算
し
た
推
計
）
を
受
け

る
割
合

責
任
・
国
連
機
関

一
時
的
雇
用
で
支
払
わ
れ
る
総
賃
金
に
占
め
る
女
性
と
少
女
が
受
け
取

る
賃
金
の
割
合

・
 一
時
的
雇
用
の
賃
金
に
限
定
。
計
画
の
運
営
管
理
に
か
か
る
費
用
は

含
ま
な
い
。

・
 国
連
機
関
が
運
営
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
情
報

（
a）
一
時
的
雇
用
の
種
類
（
雇
用
食
糧
交

換
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
）、規

模
（
雇
用
者
数
）、

場
所
（
都
市
部
／
農
村
部
）

（
b）
女
性
が
応
募
し
や
す
く
働
き
や
す
い

状
況
か
（
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
有
無
や
身
体

的
暴
力
か
ら
の
保
護
等
）

（
c）
女
性
雇
用
者
の
割
合

9
8,9

目
標
：
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
女
性
が
司
法
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

19
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

女
性
と
少
女
に
対
す
る
性
的

お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ

く
暴
力
の
う
ち
通
報
、
捜
査
、

刑
の
宣
告
が
お
こ
な
わ
れ
た

件
数
の
割
合

責
任
：
加
盟
国

通
報
さ
れ
た
件
数
に
占
め
る
捜
査
さ
れ
た
件
数
の
割
合

捜
査
さ
れ
た
件
数
に
占
め
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
件
数
の
割
合

・
 件
数
：
女
性
と
少
女
に
対
す
る
性
的
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く

暴
力
の
件
数

捜
査
お
よ
び
刑
の
宣
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
例
の
割
合
の
増
加
は
、
事

例
の
増
加
で
あ
る
よ
り
も
警
察
や
司
法
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
の
結
果
で
あ

る
場
合
が
多
い
。

（
a）
通
報
件
数
が
変
化
し
た
理
由

（
b）
捜
査
お
よ
び
訴
追
事
例
の
割
合
が
変

化
（
増
加
・
減
少
）
し
た
理
由

8,11
3

6,7,
8（

a）
,

17

10
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20
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

性
的
お
よ
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

基
づ
く
暴
力
の
事
例
を
扱
う

た
め
に
安
全
保
障
・
司
法
機

関
の
意
思
決
定
に
携
わ
る
レ

ベ
ル
の
職
員
に
対
し
て
提
供

さ
れ
た
一
人
あ
た
り
の
研
修

時
間
数

責
任
：
加
盟
国

意
思
決
定
に
携
わ
る
レ
ベ
ル
の
職
員
数
に
対
す
る
、
そ
れ
ら
の
職
員
に

対
し
て
提
供
さ
れ
た
研
修
時
間
数
が
占
め
る
割
合

・
 研
修
時
間
数
：
全
研
修
時
間
（
職
員
数
×
1
研
修
毎
の
時
間
数
×
研

修
数
）

・
 安
全
保
障
機
関
：
警
察
、
軍
隊
、
情
報
機
関
、
国
境
警
備
隊
、
裁
判
所
、

刑
事
制
度

（
a）
研
修
内
容

（
b）
部
署
や
担
当
に
対
す
る
研
修
の
制
限

の
有
無
（
脆
弱
な
人
々
を
担
当
す
る
部
署

か
全
部
署
か
等
）

（
c）
他
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
研
修
時

間
数

6,7
3,4,
6

19,20
4

Ⅳ
．
救
援
と
復
興

目
標
：
紛
争
下
と
紛
争
後
に
お
い
て
、
女
性
と
少
女
に
固
有
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

21（
a）
量
的
（
情
報
シ

ス
テ
ム
）

妊
産
婦
死
亡
率

責
任
：
国
連
シ
ス
テ
ム
、
加

盟
国

総
出
産
数
に
占
め
る
母
親
の
死
亡
数
（
出
産
10
万
件
あ
た
り
）

妊
産
婦
死
亡
率
は
、
基
礎
教
育
、
農
村
部
に
お
け
る
移
動
手
段
、
産
前

検
診
、
緊
急
産
科
サ
ー
ビ
ス
等
、
女
性
と
少
女
へ
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
の

質
を
反
映
す
る
指
標

（
a）
女
性
と
少
女
に
対
し
、
特
に
農
村
部

に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

と
質
の
変
化
に
つ
い
て
の
評
価

（
b）
妊
産
婦
死
亡
に
対
処
す
る
た
め
の

サ
ー
ビ
ス
を
女
性
が
受
け
ら
れ
な
い
要
因

8,9
13

13
10

21（
b）
量
的
（
情
報
シ

ス
テ
ム
）

初
等
教
育
と
中
等
教
育
の
性

別
純
就
学
率

責
任
：
国
連
シ
ス
テ
ム
、
加

盟
国

全
児
童
数
に
占
め
る
初
等
教
育
就
学
者
数
の
割
合

全
児
童
数
に
占
め
る
中
等
教
育
就
学
者
数
の
割
合

・
 児
童
数
：
当
該
就
学
年
齢
の
児
童
数
（
各
就
学
レ
ベ
ル
）

・
 性
別
デ
ー
タ

21（
a）
と
21（

b）
は
、
基
礎
サ
ー
ビ
ス
の
立
案
、
財
政
支
出
、
実
施

に
お
い
て
女
性
と
少
女
に
特
有
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
ど
の
程
度
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
代
理
的
指
標

9
11

目
標
：

 救
援
、早
期
復
興
、経
済
的
復
興
の
過
程
で
、女
性
と
少
女
、そ
の
な
か
で
も
脆
弱
性
を
抱
え
た
グ
ル
ー
プ（
国
内
避
難
民
、性
的
暴
力
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
被
害
者
、元
戦
闘
員
、

難
民
、
帰
還
民
等
）
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

22（
a）
量
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
戦
略
的
計
画
枠
組
の
な
か
で

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
を

扱
う
指
標
に
向
け
ら
れ
て
い

る
予
算
の
割
合

責
任
：
平
和
構
築
支
援
室
、

U
N

 W
om

en

予
算
総
額
に
占
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
を
扱
う
指
標
に
充
て
ら

れ
て
い
る
予
算
の
割
合

予
算
総
額
に
占
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
関
す
る
目
標
に
充
て
ら
れ
て

い
る
予
算
の
割
合

（
a）
計
画
プ
ロ
セ
ス
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

の
課
題
を
扱
う
こ
と
の
困
難
さ

（
b）
分
野
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
扱

い
の
違
い

8（
a）

8,922
10
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22（
b）
量
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
戦
略
的
計
画
枠
組
の
な
か
で

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
を

扱
う
目
標
に
向
け
ら
れ
て
い

る
予
算
の
割
合

責
任
：
平
和
構
築
支
援
室
、

U
N

 W
om

en

・
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
：
内
容
分
析
に
よ
り
把
握

・
 指
標
：
目
標
／
結
果
に
応
じ
て
設
定
あ
る
い
は
テ
ー
マ
別
分
野
に
沿
っ

て
設
定

・
 目
標
：
場
合
に
よ
っ
て
は
目
的
ま
た
は
結
果

・
 戦
略
的
計
画
枠
組
に
は
事
務
総
長
報
告
（

S
/2010/173）

の
リ
ス
ト
を

含
む

・
テ
ー
マ
別
分
野
別
に
情
報
を
整
理

23（
a）
量
的
（
情
報
シ

ス
テ
ム
）

市
民
団
体
に
支
出
さ
れ
た
資

金
総
額
に
占
め
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
課
題
に
対
応
す

る
た
め
に
支
出
さ
れ
た
資
金

の
割
合

責
任
：
国
連
機
関

市
民
団
体
に
支
出
さ
れ
た
資
金
総
額
に
占
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に

取
り
組
む
た
め
の
資
金
の
割
合

・
 資
金
：
支
出
資
金
総
額
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
資
金
の
み
）

・
 市
民
団
体
：
国
内
お
よ
び
国
際
団
体

・
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
：
国
連
機
関
の
支
出
確
認
シ
ス
テ
ム
（
ジ
ェ
ン

ダ
ー
予
算
マ
ー
カ
ー
等
）
の
定
義
に
よ
る

・
 可
能
な
場
合
は
国
連
機
関
の
支
出
確
認
シ
ス
テ
ム
の
情
報
を
利
用

（
a）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
／
女
性
の
エ
ン
パ

ワ
メ
ン
ト
の
優
先
度
が
セ
ク
タ
ー
間
で
ど

の
よ
う
に
異
な
る
か
の
分
析

（
b）
女
性
団
体
か
ら
の
資
金
申
請
の
採
択

率
の
変
化
と
そ
の
理
由

（
c）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
へ
の
支
出

の
改
善
に
影
響
を
与
え
る
要
因
の
分
析

8
13

13
1,8,
9,14

23（
b）
量
的
（
情
報
シ

ス
テ
ム
）

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
に

対
応
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ

た
資
金
総
額
に
占
め
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
課
題
に
取
り
組
む

市
民
団
体
が
受
け
取
る
資
金

の
割
合

責
任
：
国
連
機
関
（
支
出
確

認
シ
ス
テ
ム
）

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
支
出
さ
れ
た
資
金
総
額
に
占

め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
取
り
組
む
市
民
団
体
が
受
け
取
る
資
金
の

割
合

・
 可
能
な
場
合
は
国
連
機
関
の
支
出
確
認
シ
ス
テ
ム
の
情
報
を
利
用

24（
a）
量
的
（
情
報
シ

ス
テ
ム
）

多
国
間
信
託
基
金

（
M

D
T

F
s）
注へ
の
拠
出
金
に

占
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の

課
題
へ
の
拠
出
金
の
割
合

責
任
：
国
連
機
関

多
国
間
信
託
基
金
へ
の
拠
出
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
の
み
）
に
占
め
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
課
題
に
向
け
ら
れ
る
拠
出
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
向
け
の
み
）
の
割
合

・
 復
興
と
平
和
構
築
に
関
連
す
る
多
国
間
信
託
基
金
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

関
す
る
指
標
：
ジ
ェ
ン
ダ
ー
予
算
マ
ー
カ
ー
シ
ス
テ
ム
の
実
施
に
基
づ

い
た
報
告

・
 可
能
な
場
合
は
国
連
機
関
の
支
出
確
認
シ
ス
テ
ム
の
情
報
を
利
用

8
13

22
9,

19（
b）

19（
d）

24（
b）
量
的
（
情
報
シ

ス
テ
ム
）

国
連
シ
ス
テ
ム
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
課
題
に
対
応
す

る
た
め
に
支
出
す
る
資
金
の

割
合
責
任
：
国
連
機
関

支
出
総
額
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
）
に
占
め
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
支

出
さ
れ
る
国
連
資
金
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
）
の
割
合

23
と
24
は
、
復
興
と
平
和
構
築
へ
の
拠
出
の
な
か
で
、
女
性
の
エ
ン
パ

ワ
メ
ン
ト
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
向
け
ら
れ
る
相
対
的
優
先
度
の
指
標

・
可
能
な
場
合
は
国
連
機
関
の
支
出
確
認
シ
ス
テ
ム
の
情
報
を
利
用

注
：

M
u

lti-D
on

or T
ru

st F
u

n
d
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目
標
：
紛
争
後
の
諸
制
度
と
暫
定
的
司
法
制
度
、
和
解
、
復
興
の
プ
ロ
セ
ス
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮
し
た
も
の
に
な
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

25
質
的
（
記
述
等

の
内
容
分
析
）
真
実
和
解
委
員
会
の
規
程

に
、
女
性
と
少
女
の
権
利
と

参
加
に
関
連
す
る
規
定
が
ど

の
程
度
、
入
っ
て
い
る
か

責
任
：
人
権
高
等
弁
務
官
事

務
所
、

U
N

 W
om

en

以
下
に
関
す
る
報
告

任
務
・
役
割
：

・
女
性
と
の
協
議
お
よ
び
意
見
聴
取

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
置

・
女
性
の
参
加
、
証
言
者
保
護
、
心
理
的
社
会
的
支
援
に
関
す
る
規
定

・
女
性
と
少
女
を
対
象
に
し
た
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

成
果
に
つ
い
て
の
報
告
：

・
真
実
和
解
委
員
会
の
女
性
委
員
と
女
性
職
員

・
女
性
の
証
言
者
の
採
用

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
関
連
す
る
提
言

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
章

（
a）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
課
題
に
関
す
る
記
述

が
、
成
果
報
告
の
特
定
の
章
に
限
ら
れ
て

い
る
の
か
、
全
体
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の

か（b）
女
性
と
少
女
の
関
与
の
度
合
い

（
c）
戦
時
に
お
け
る
権
利
侵
害
の
パ
タ
ー

ン
に
鑑
み
て
、
女
性
と
少
女
の
権
利
侵
害

へ
の
対
応
が
、
ど
の
程
度
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
か

9,11
4,10

6,7,
8（

a）
3,10

目
標
：

 武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
再
統
合
お
よ
び
安
全
保
障
セ
ク
タ
ー
の
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
安
全
保
障
に
関
連
す
る
活
動
に
携
わ
る
女
性
、
元
戦
闘
員
、
武
装
グ
ル
ー
プ
と
関
係
が
あ
る

女
性
や
少
女
に
固
有
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と

番
号

指
標
の
性
質

課
題
と
指
標
収
集
の
主
体

内
容

状
況
に
応
じ
て

付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
説
明

4
決
議
の
関
連
パ
ラ
グ
ラ
フ

1325
1820

1888
1889

26（
a）
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

帰
還
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
恩
恵

（
貨
幣
換
算
の
推
計
値
）
が
、

女
性
と
少
女
に
ど
の
程
度
、

届
い
て
い
る
か

責
任
：
国
連
プ
ロ
グ
ラ
ム

帰
還
支
援
全
体
に
占
め
る
女
性
と
少
女
が
受
け
取
っ
た
支
援
の
割
合

・
支
援
／
恩
恵
：
提
供
さ
れ
た
支
援
の
推
計
貨
幣
換
算
値

・
貨
幣
換
算
は
、
実
際
に
提
供
さ
れ
た
支
援
に
限
定
。
運
営
管
理
費
は

含
ま
な
い
。

・
情
報
は
国
連
機
関
が
運
営
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
限
定

（
a）
帰
還
あ
る
い
は
武
装
解
除
・
動
員
解

除
・
社
会
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
か
ら

女
性
と
少
女
が
排
除
さ
れ
な
い
た
め
の
努

力（b）
ど
の
よ
う
な
基
準
で
支
援
対
象
者
が

選
ば
れ
る
か
に
つ
い
て
の
説
明

8
13

13,
17

9,10

26（
b）
量
的
（
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
沿
っ

た
報
告
）

武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社

会
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
恩
恵

（
貨
幣
換
算
の
推
計
値
）
が
、

女
性
と
少
女
に
ど
の
程
度
、

届
い
て
い
る
か

責
任
：
国
連
プ
ロ
グ
ラ
ム

武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
復
帰
支
援
全
体
に
占
め
る
女
性
と
少
女

が
受
け
取
っ
た
支
援
の
割
合

・
情
報
は
国
連
機
関
が
運
営
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
限
定

8,13
10

17
13




